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平成２２年第３回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２２年９月６日（月曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１５名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

１０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎欠席議員（１名） 

  副議長  谷 村 孝 一 君 

 

◎出席説明員 

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  板 東 知 文 君 

 総 務 部 長  藤 井 英 昭 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  中 井 英 雄 君 

 農 政 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 二 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

 総務部総務課長  大 崎   聡 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  安 田 昌 彰 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 選挙管理委員会事務局長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  鎌 田   覚 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  岡 嶋 博 文 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時００分開議 

 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

    ７番 長谷川吉春議員 
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    ８番 米田良克議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、一般

質問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

１１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員（登壇） 平成２２年

第３回市議会定例会に当たり、私は大綱３点

にわたり市長にお伺いをいたします。 

発言通告に基づきまして、順次お伺いをさ

せていただきます。 

大綱の１点目は交通行政についてでありま

すが、道路の整備について、今日まで自動車、

自転車等、あるいは市民の歩行等の安全性の

確保や、利便性の向上のために本年度で終了

を迎える第５期総合計画においても各種の取

り組みがなされてきたところでありますが、

この期間の中で２カ年をかけて策定し、実施

を図ってきました総合交通体系基本計画等に

ついて、３項目にわたりお伺いをいたします。 

１つ目は、当時策定された基本計画の事業

内容と、それらを踏まえた整備に当たって、

今日までどのような経過を経てきたのか、お

知らせをいただきたいと思います。 

２つ目は、これまでこれらの計画を軸に、

実施に当たってはさまざまな要素を加味しな

がら、事業の重点化を図り、快適さを追求し

つつ、道路網の整備に当たるとされてきまし

たが、その結果、どのような効果があり、ま

た、課題等が浮き彫りになったのか、あれば

お教えをいただきたいと思います。 

３つ目は、この総合交通体系基本計画に基

づき実施してきたこと。あるいは課題を踏ま

え、明年度から実施予定の第６期総合計画策

定に向け、その作業の真っただ中にあると思

いますが、見直しも含めながら今後本市にお

ける高齢者の割合がますます高まっていく現

状を思うとき、次期計画に交通にかかわる整

備について、どのような考えを基に反映され

るおつもりか、お伺いをいたします。 

大綱の２点目は、高齢者所在不明にかかる

問題についてでありますが、去る７月２８日、

東京都足立区で１１１歳と言われる方が遺体

で見つかったことに端を発して、以降約１カ

月足らずの期間で１００歳以上の高齢者につ

いて、全国的にはすべて取りまとめられてい

ない状況にもかかわらず、約３００人にも上

る所在不明者が確認され、これが戸籍上の生

存者となると２００歳、あるいは１８０歳代

が出現するなど、また、道内においても、最

高齢は１４６歳との報道がなされてきたとこ

ろでもあります。 

さらには、年金の記録をたどっていきます

と、１００歳以上の人口の２倍を超える人数

となる事態にもなっているとのことであり、

世界に誇る日本の統計調査等を初めとする根

拠数字がその信憑性を初め、大きく揺らぎつ

つあるのも残念でありますが、事実として受

けとめざるを得なくなるのではと危惧をする

ところでもあります。 

法務省の見解では、届け出がない場合は法

律上戸籍の削除は義務づけとはなっていない

ため、各自治体において戸籍が残ってるのが

現状と思われるとのことであります。しかし

ながら、制度上必要ではないにせよ、不自然

な戸籍を放置することは、行政として望まし

い姿ではないとの指摘もあることから、大半
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が消えた高齢者のまま、そのうち約８割に当

たる２４１人が、今月３日までに当該市区町

村の住民登録から抹消されたと報道をされて

おります。よって、次の点についてお伺いを

いたします。 

１つ目は、美唄市における１００歳以上の

方々の所在確認について、調査方法を含め、

現況はどのようになっているのでしょうか。 

２つ目は、市民の所在についての実態とい

うことになれば、全年齢について調査が必要

ということになるのでしょうが、高齢になる

ほど家族とのきずなが希薄になったり、地域

からの孤立を招きやすいことがうかがわれる

ことから、ここでは１００歳未満の後期高齢

者の所在についてお伺いいたしますが、その

所在について調査を進めているのであれば、

その状況を。もし未調査であるとするならば、

今後どうとらえ、調査をされるお考えがおあ

りなのかどうか、お尋ねをいたします。 

次に、大綱３点目の環境行政における一般

ごみ処理問題等についてでありますが、平成

１９年４月に現在の一般ごみ最終処分場が稼

働を始めて以来、約３年半を迎えるところで

すが、ごみの有料化実施以来、その搬入量も

若干減少し、当初予定より一定程度の延命は

できると聞き及んではおりますが、生ごみと

可燃ごみの再資源化施設がないことによるリ

サイクル率の低さも指摘されていることや、

また、このたび、隣接する岩見沢市において

は、処分場の収容状況や維持管理のあり方に

ついて、道や市民の指摘があり、今後の対応

について市内約５０カ所を目途に意見交換の

場を持ち、焼却方法等を含め、さまざまな検

討をしていくとのことで報道されているとこ

ろでありますが、そこで、以下３点について

お伺いをいたします。 

１点目は、これまでの議会において、さら

なるごみの減量化に向け、中間処理施設を設

置をし、平成２６年度供用開始を目途に検討

しているとのことでありましたが、その取り

組み状況と、現時点においてどのような処理

法をお考えか。また、その施設の概算事業費

はどの程度になるものと試算されているのか、

お伺いをいたします。 

２点目は、今ほど申し上げましたお隣の岩

見沢市では、さまざまな指摘を受け、減量化

に向け、焼却処理を含め検討に入っているよ

うでありますが、かつては、南空知の広域で

の処理について検討されていたところであり

ましたが、諸事の事情により、頓挫をした経

緯があるところですが、今回惹起した点につ

いて、もし打診があるようなことがあるとし

たならば、どのようなお考えを持たれるのか、

お尋ねいたします。 

３点目は、先の定例会でもお伺いをいたし

ましたが、処分場の法面保護対策についてで

ありますが、先般、その対策が完了したよう

でありますが、今後は、ごみの搬入状況に合

わせ、迅速かつ適切に保護土を設置すること

が費用面からも衛生面からも望ましいと考え

るところでありますが、その対処法等につい

て改めてお伺いをいたします。 

以上でこの場からの質問といたします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 土井議員の質問

にお答えします。 

 初めに、交通行政について、総合交通体系

基本計画等についてでありますが、本市にお
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ける交通の利便性を図る目的で、広域幹線道

路、市街地幹線道路、地区間幹線道路など、

４３路線を選定し、事業効果等を踏まえた優

先順位の検討を行い、今後における道路網整

備のあり方を示すため、平成１６年度に策定

したものであります。その後、平成１８年度

に見直し、新たに東雲線など４路線を加え４

７路線の整備計画としております。この計画

に基づき、財政状況並びに事業費や事業内容

等について精査し、事業の重点化を図りなが

ら、効率的な整備に努めてきたところであり、

平成２１年度までに、主要幹線である銀河通

り、あかしあ通りなど１３路線の整備を完了

し、現在、東７条南線など５路線を整備して

いるところであります。 

効果といたしましては、交通量の緩和、安

全の確保並びに地域住民の意向を踏まえた景

観への配慮が図られたものと考えております。 

今後の課題として、事業の実施に当たり、

厳しい財政状況も踏まえ、財政健全化計画と

の整合性を図りながら、継続事業、新規事業、

維持補修などの財源確保について、十分検討

していく必要があると考えております。 

市としましては、今後とも国道１２号線を

中心とした広域幹線道路の整備と、それに連

結した市街地内幹線道路、地区間幹線道路な

どの交通網を構築するほか、高齢化社会を見

据えた快適なまちづくりに配慮し、円滑な市

民生活の向上が図られるよう第６期美唄市総

合計画に反映させるとともに、事業の実施に

当たり、地域住民の意向も含め、関係者の理

解と協力を得ながら、より一層事業の重点化

を図り、安全で安心できる生活環境の実現に

向けた道路整備に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、高齢者所在不明問題等について、高

齢者の所在不明問題についてでありますが、

１００歳以上の高齢者の状況につきましては、

厚生労働省の依頼により市が毎年実施してい

る、１００歳高齢者等関係調査の中で確認し

ているところですが、今回の調査では、全国

で高齢者の所在不明が相次いでいることを受

け、これまでの住民票等の書面による調査だ

けでなく、面会等により存命等の確認を行う

よう内容が変更されております。 

９月１日現在、本市に住民登録している１

００歳以上の高齢者は、男性２名、女性９名

の合計１１名で、その所在につきましては、

在宅で家族と同居の方が２名、市内の病院に

入院中の方が５名、市内の施設に入所中の方

が２名、市外の施設に入所中の方が２名とな

っており、職員が面会等により全員の所在を

確認しているところであります。 

 次に、１００歳未満の後期高齢者の所在調

査についてでありますが、これまで一斉調査

を行っておりませんが、連絡が取れないなど

所在不明と思われるケースについては、随時

調査を行い、居住実態がないことを確認した

場合には、職権削除により住民登録抹消の手

続をしているところであります。 

市としましては、全国各地で所在不明の高

齢者が相当数出ている状況がありますので、

１００歳未満の後期高齢者について、一斉調

査を行うこととして現在準備を進めていると

ころであります。 

 次に、環境行政について、一般ごみ処理問

題等についてでありますが、初めに、予定さ

れている中間処理施設の取り組み状況等につ
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きましては、本市のごみの収集体制や、月形

町との共同処理を視野に入れ、バイオマス燃

料化による処理システムが望ましいと考えて

おり、概算事業費で約２０億円程度と推計し

ております。 

現在策定中の一般廃棄物処理基本計画にお

いては、バイオマス燃料化のほか、焼却やバ

イオエタノールなど、他の処理方式について

も費用面、維持管理面、環境負荷などのさま

ざまな視点から比較検討しているところであ

り、処理方式につきましては、本年度中に明

らかにしてまいりたいと考えております。  

次に、ごみ処理の広域化につきましては、

南空知地域での広域焼却処理を平成２１年度

に断念した事から、本市といたしましては、

ごみの収集体制が類似している月形町との共

同処理を検討しているところであり、現段階

では広域処理について再検討することは難し

い状況にあると考えております。 

次に、最終処分場の今後の法面保護対策に

つきましては、先月８月５日に完了した法面

保護土設置工事後の埋立地内状況を把握の上、

指定管理者などの意見を参考にしながら、実

施工法や実施時期について検討し、年内に方

向性を明らかにしてまいりたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員 それぞれお答えをい

ただいたところでありますけれども、高齢者

の関係につきまして、改めてお伺いをいたし

たいと思います。 

１００歳未満の後期高齢者については、調

査を実施をしていないという事で、今後一斉

に調査を進めるということでありますけれど

も、該当者数については、大きなくくりの、

いわゆる年代別で何人程度になるのかも、そ

の辺わかればお教えをいただきたいというふ

うに思います。 

また、調査に当たっては、どのような方法

で行われようとしているのか。 

また、該当者数にもよりますけれども、場

合よっては、御苦労をおかけするということ

になるかもしれませんが、やはり民生児童委

員さんや、あるいは町内会を初めとする市民

の皆さんの協力も、当然不可欠になるんでは

ないかというふうに考えますけれども、その

点についても、どのようなお考えをお持ちか

お伺いをしたいと思います。 

また、該当する方々の生活の実態というも

のは、非常にさまざまであるということは、

当然これは予想されるわけでありますけれど

も、中には、支援の手を差し伸べなければな

らない、そういった必要も生ずることもある

かというふうに思われますけれども、そうし

た場合、実施に当たっては、やはりせっかく

の機会でありますから、ぜひともそれが生き

た調査になるようにすべきというふうに考え

ますけれども、その点についてもお伺いをい

たしたいと思います。 

また一方では、こうした調査に当たって、

全国的な傾向として、家族等から面会や面談

を拒否されるケースも少なくないというふう

な報道もありますけれども、そうした場合に

おける対応については、どのようにお考えを

お持ちなのか、あわせてお伺いをいたしたい

と思います。 

次に、ごみ処理の関係についてであります
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けれども、中間処理施設については、バイオ

マス燃料化を中心に考えておられるというこ

とですけれども、また、その費用も約２０億

円ということでありますけれども、設置に当

たっては優遇措置が仮にあったとしても、財

政健全化の中にある本市としては、厳しい道

のりの中での対応が迫られるということにな

るわけでありますから、できる限り注意深く

誤りのない選択を強く望むところであります。 

また、中間処理施設の設置や人口の減少が、

今後懸念されるというところからいきますと、

最終処分場が一定程度の延命が図られるとし

ても、いずれ、これは満杯を迎えることにな

るわけであります。よって、その時点が近づ

いてから、次のこの処理についての処分場に

ついての計画を慌しく練り上げていくという

形ではなく、やはり財政事情、あるいは事業

規模を念頭に、あるいは場合によっては、総

合的に判断した中で、民間活用などを含めた

処分計画等、さまざまな角度からの綿密な分

析を第６期総合計画の、いわゆる前期の中で

行っていくぐらいの考え方がお持ちになる事

が肝要だというふうに思うところであります。

この点につきましては私の意見とさしていた

だきたいと思いますけれども、高齢者の所在

調査の関係につきまして、お答えをいただけ

ればと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 土井議員のご質問にお答

えします。 

１００歳未満の後期高齢者の所在調査につ

いてでありますが、７５歳から９９歳までの

後期高齢者数は、８月末現在で、７０代が１，

９３１人、８０代が２，２５０人、９０代が

４５７人で、合計４，６３８人となっており

ます。調査方法につきましては、医療保険や

介護保険の利用状況等を基に調査対象者数を

絞り込んで実施することとしております。調

査に当たっては、職員が主体となって行うこ

ととしておりますが、民生委員や町内会など

からの情報が大変重要ですので、地域の皆さ

んのご協力をいただきながら進めてまいりた

いと考えております。また、調査の中で生活

上支援が必要な場合には、地域などと連携し

て対応してまいりたいと考えております。 

なお、調査で訪問しても面会を断られるな

ど、本人確認ができない場合は、状況に応じ、

関係機関等と協議して必要な対応に努めてま

いりたいと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

 ８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員（登壇） ２０１０年第

３回定例会一般質問として、大綱４点につい

て教育長に質問をいたします。 

 １点目は、学校の耐震化工事についてであ

ります。待望の耐震化工事が始まりました。

学校は子ども達が日々学ぶわけでありまして、

その中で工事ということで、関係される皆さ

んもなかなか大変かなということを思いなが

らお尋ねをいたします。 

 その１つ目は、学校耐震化工事の経過、現

状、今後の見通しについてです。学校それぞ

れについてお答えをいただければというふう

に思います。その中身としては、耐震化工事

の今日に至る経過と現状についてお尋ねをい

たします。 

 それから、今日に至る経過と現状の中で問
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題点があればお聞かせをいただきたい。 

 それから３つ目として、工事の今後の見通

しはどうなっているか、そのことをお聞きを

いたします。 

 ２つ目といたしまして、耐震化工事の進行

で、学校が受けた影響についてお聞きをいた

します。 

 その１つ目は、工事開始から学校の受けた

影響にどのようなものがあるか、それをお聞

きをいたします。 

 ２つ目として、この間、工事を行う学校と

の打ち合わせの状況がどんなものであったか

お聞きをいたします。 

 ３つ目、今後の工事で学校が受ける影響の

見通し、これをお尋ねしたいと思います。 

 次に、大綱２点目は、教職員の服務規律等

の実態に関する調査報告書について質問をい

たします。 

 ６月議会でもこの調査については、いろい

ろご意見を申し上げながら質問をいたしまし

た。本来的にやるべきではない調査だという

私の立場で質問をさせていただきました。８

月３日に道教委が調査結果を公表したという

ことを聞いております。そこで、これについ

てお尋ねをいたします。 

 まず、その１つ目として、報告書の概要に

ついてですが、報告書のおおよその内容がど

んなものか、それをお聞かせください。 

 ２つ目として、美唄が提出した報告の内容

をお聞かせいただきたいという事です。 

 その２つ目として、この調査実施の意義に

ついて、その１は、この調査の目的について

ですね、市教委としての考え方をお聞かせく

ださい。 

 それから２つ目、本来は何ら問題にならな

い組合活動を問題視していると。そして、調

査をすると。これらについて市教委としての

考え方をお尋ねをいたします。 

 ３つ目、学校運営に関する調査が行われた

と聞いております。これも、通常学校運営に

ついては何ら問題があるという話は聞かない

わけでありますが、こういう調査が行われる

ことについての市教委としての考え方をお聞

かせください。 

 それから、報告書の３点目ですが、道教委

が、この調査結果によって今後取り組む内容

について発表していると思いますので、それ

についてお尋ねいたします。 

 その１つ目は、道教委が今後取り組む内容

というのはどういうものなのかということ。  

２点目として、今お尋ねした事柄について、

市教委としての考え方をお尋ねしたいという

ことであります。 

大綱の３点目は、夏休み中の校外研修につ

いてお尋ねをいたします。 

その１つ目は、夏休み中の校外研修の実施

についてですが、１点目として７月、８月の

夏休みで、校外研修の実施状況がどんなふう

であったかということをお尋ねをいたします。 

２つ目は、前年度の実施状況との比較でど

うであったかと、このこともお聞かせくださ

い。 

第２点目は、教特法の趣旨について、教育

公務員特例法ですね、これの趣旨についてで

す。教育公務員特例法が規定している校外研

修の考え方と学校での運用の考え方の違いが

あるやに私は聞いておりますが、そのことに

ついてお尋ねをいたします。 
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大綱の４点目は、国旗・国歌に関する、道

教委の通知、７月に出されたものということ

で質問を出しましたが、これは２月から何度

か道教委は通知を出しておりまして、それら

合わせてお聞かせいただきたいというふうに

思います。 

その１として、通知の問題点について、そ

の１つ目は、昨年までの経過とは大きく異な

る内容というふうに受け止めておりますけれ

ども、この点について市教委の考え方をお尋

ねいたします。 

それから２つ目として、この通知に関して

は、日本国憲法というのはどこに姿を消した

のかなというふうに疑問を感じるような内容

だというふうに受け止めました。この点で教

育委員会としての考え方をお尋ねいたします。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君（登壇） 米田議員の質

問にお答えします。 

 初めに、学校の耐震化工事の経過、現状、

今後の見通しについてでありますが、耐震補

強工事は、中央小学校、東小学校、南美唄小

学校、峰延小学校、南美唄中学校の５校で実

施しており、実施設計、実施設計の内容、民

間機関で審査する協定を経て、各学校で耐震

補強工事を進めているところであります。 

中央小学校、東小学校については、７月８

日に入札、工事期間は７月１３日から平成２

３年２月２８日までとなっており、南美唄小

学校、峰延小学校、南美唄中学校については

８月５日に入札、工事期間は南美唄小学校、

南美唄中学校が８月１０日から平成２３年２

月２８日、峰延小学校が８月１０日から１２

月１０日までとなっております。 

なお、南美唄小学校、峰延小学校、南美唄

中学校の評定作業は２２年４月の完了を予定

しておりましたが、全道的に学校耐震化工事

が集中し、評定件数が増加したことにより、

完了が６月にずれ込んだことから、夏期休業

期間中の工事着工が困難になったところであ

ります。 

工事内容について申し上げますと、校舎で

は、中央小学校は室内の壁量の増強と屋外の

壁部分への鉄骨、筋交いによる補強、東小学

校は室内の壁量の増強、南美唄小学校及び南

美唄中学校は、屋外の壁部分への鉄骨筋交い

による補強を行うほか、各学校において建物

全体の柔軟性を高め、揺れを拡散するための

耐震スリット工事を行うこととしております。 

また、学校体育館については、内外の壁面へ

の鉄骨筋交いの増強と、屋内天井部分への鉄

骨筋交いの増強補強工事を行うこととしてお

ります。 

現段階での工事進捗率は中央小１０％、東

小１０％、南美唄小５％、南美唄中５％、峰

延小５％となっており、できるだけ早期に工

事が完了するよう努めてまいります。 

次に、耐震化工事による学校への影響につ

いてでありますが、工事は授業と並行して行

う事から、学校によっては教室の移動が必要

とされたり、体育館の使用ができなくなるな

どの影響が生じるため、教室や体育館の代替

施設などを確保し対応しております。 

また、学校とは、昨年１０月１２月以降、

実施設計委託時や、実施設計の完了時などの

節目に情報提供し、打ち合わせに努めてきた

ところであり、工事開始に当たっては、学校

の希望なども聞き取りながら、工事日程を作
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成し進めてきているところであります。 

今後においても工事に伴う子供たちの影響

を最小限にとどめるため、１週間に１度の打

ち合わせ日を設けるなど、学校と十分連携し

てまいります。 

次に、教職員の服務規律等の実態に関する

調査報告書の概要についてでありますが、報

告書の主な内容は、勤務時間中の組合活動に

関する調査として、ファックスやコピー機な

ど、学校備品を使用した実態とその人数、職

員団体用務で会議室等を使用した人数につい

て。また、教職員の政治的行為等に関する調

査として、職員団体のカンパ要請や学校内で

のカンパの集金のあった学校数、選挙運動に

かかわる指令書の存在などを確認していた人

数ついて。 

さらに、校長への聞き取り調査として、校

務分掌の決定状況や、主任の命課や命課返上

行為にかかわる学校運営等の実態について報

告されたものです。 

次に、本市の状況についてでありますが、

道教委ではこの調査の報告にかかわり、調査

の回答内容に違法性の疑いがある場合は、さ

らに確認する必要があり、現時点の公表は誤

解や学校現場に混乱を招くおそれがあること、

学校ごとの状況が判明し、学校間の比較など

により、学校現場に混乱や誤解を招くおそれ

があり、ひいては児童生徒の教育に影響を及

ぼすおそれがあることから、市町村単位、学

校単位、職員個々の情報提供は行わないとし

ています。 

このことから、本市においても同様の対応

が必要であると考えているところでございま

す。 

次に、この調査の意義についてであります

が、このたびの調査は、先の衆議院選挙にか

かわり、子どもたちの教育に直接携わる教職

員が加入している職員団体の幹部が、政治資

金規正法違反により逮捕・起訴され、子ども

たちや現場の教職員はもとより、保護者や道

民に大きな不安や不信を与え、北海道の教育

に対し、信頼を著しく損なう事態となりまし

た。こうした中、文部科学省から違法のおそ

れがあると取り上げられた事項に関し、任命

権者として調査するよう要請がありました。 

また、国会や道議会においても教職員の服

務規律の確保等について、さまざまな議論が

なされたことも踏まえ、道教委は子どもたち

や現場の教職員、保護者や道民の大きな不安

や不信を取り除き、学校における道民の信頼

を確保するため、教職員の服務規律等の実態

調査を実施したものと理解しております。 

また、このたびの調査における勤務時間中

の組合活動や学校運営等に関する項目は、法

令や学習指導要領に反する違反、違法な行為

や不適切な行為が行われていなかったかを問

うもので、客観的事実の有無を聞き取るもの

と考えております。 

次に、道教委がこの調査結果により、今後

取り組む内容についてでありますが、道教委

は、このたびの調査結果のまとめとして、調

査の趣旨にかんがみ、教育公務員としての法

令等の遵守の徹底による服務規律の確保や、

長期休業期間中の校外研修の厳格な取り扱い、

国旗・国歌の適切な実施、法令等に基づいた

主任等の命課などが適切に行われる学校運営

を推進することが、子ども達や教職員及び保

護者、地域住民、道民の信頼につながるもの
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としています。 

なお、今回の調査の結果、法令等違反の疑

いがある行為については、今後さらに具体的

な内容を把握・確認し、違法行為が明らかに

なった場合は、厳正に対処することとしてい

ます。教育委員会としては、この調査結果を

受け、学校教育に対する道民の信頼につなげ

ることが何よりも大切だと考えております。  

次に、夏休み中の校外研修についてであり

ますが、市内小中学校において、平成２２年

夏季休業中に校外研修を行った教員数は、校

長を除く対象者１５３名に対して６３名であ

り、全教員に対する割合は約４１．２％とな

っております。また、平成２１年夏季休業中

に校外研修を行った教員数は、校長を除く対

象者１５２名に対し８１名であり、全教員に

対する割合は、約５３．３％となっており、

今年は昨年より割合にして約１２．１％減少

しております。 

次に、教育公務員特例法の趣旨についてで

ありますが、長期休業中の校外研修について

は、国の通達において、教育は、教育職員の

自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が

多いこと及び夏休みのように長期の学校休業

期間があること等を考慮し、学校休業期間に

ついては、教育公務員特例法第２１条及び２

２条の規定の趣旨に沿った活用が図られるよ

う留意することとされており、このほか、道

の通知及び事務連絡等を踏まえ、対応するこ

ととしております。 

教育委員会としましては、このような観点

から、各学校の教職員に共通認識が図られ、

長期休業中の校外研修の取り扱いについて適

切に対応されるよう校長会を通じて教職員を

指導しているところであります。 

また、教育公務員特例法では、教育公務員

はその職務を遂行するために絶えず研修と修

養に努めなければならないとされ、教員は授

業に支障のない限り、校長の承認を受け、勤

務場所を離れて研修を行うことができるとさ

れており、各学校においては、校長もその趣

旨について十分理解し、運用されているもの

と認識しております。 

次に、国旗・国歌に関する道教委の通知に

ついてでありますが、国旗・国歌の指導が学

習指導要領に基づいて適切に行われるよう、

まずは教職員の理解が図られるよう、粘り強

く指導することとし、こうした取り組みにも

かかわらず、それでもなお改善が見られない

場合は、学校の責任者として、校長は職務命

令を発することができること。学校における

国旗・国歌の指導は、管理運営事項であり、

職員団体との交渉事項とはならないものであ

ることなどについて、道教委の考え方を改め

て示したものと考えております。この通知は、

学校における国旗・国歌の指導は、学習指導

要領に基づいて適切に行われるものであると

いう平成１２年の見解を基本に踏襲しつつ、

国旗・国歌の取り扱いや指導の考え方をより

明確にしたところであり、直接子どもの指導

にあたる教職員が国歌斉唱時に起立すること

は社会通念上当然のことであると認識してお

ります。 

次に、公教育における国旗・国歌の取り扱

いにつきましては、法令に従い、適正に実施

することが大切であると認識しているところ

です。また、教育基本法の前文において、「こ

こに我々は日本国憲法の精神にのっとり、我
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が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、

その振興を図るため、この法律を制定する。」

とあり、このことから、日本国憲法の精神が

尊重されているものと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員 ひと通りご答弁をいた

だきました。大体についてはもう一度お尋ね

をさせていただきたいというふうに思います。 

耐震化工事について、どんなふうに行われ

るかということについては、わかりました。 

２つ目にお聞きをしました学校への影響に

ついてお尋ねをしたいというふうに思います。 

今いただきました答弁でいきますと、早い

うちから打ち合わせをして、内容を学校へ知

らせるということと、それから、その後も週

に１度の打ち合わせ日を設けるなどして、十

分内容を学校へ知らせてやってきているとい

うことがありました。ただ、私が学校から話

を、耐震化工事の問題でどうなんだろうとい

うことで少し聞いてみたわけですが、これ結

構問題があるというふうに聞きました。幾つ

かちょっと申し上げますが、端的に言えば、

大分不満が出ているということです。そのこ

とを、まとめた表現で言えば、学校がどれだ

け苦労しているか、市教委はわかっていない

のではないかという、そういう言い方になろ

うかと思います。 

１つ、Ａという学校では、夏休みに工事だ

と思ったが、１学期終わりにも工事日程が学

校に示されない。後で、入札が遅かったとわ

かった。それから、工事が始まったらアスベ

ストが出てきたと。３年前に村上教育長に来

てもらって、アスベストの可能性があるんで

調査をしてもらいたいというふうに伝えたと。

市教委では図面で調べてアスベストはないと

いう返事だった。それが現実、今回の工事で

はアスベストが出てきたということですね。

それから、２学期に予定していた親子レクが

工事のためにできない。それから、８月の参

観日、２４から２６日は体育館、家庭科室な

どが使用できる予定だったが、使えなくなっ

た。給食試食会はブルーシートを敷いて視聴

覚室で行ったと。それから、レクは炎天下の

グラウンドでやることになった。それから、

親子の料理教室ですか、これは隣の中学校の

家庭科室で行ったということですね。それか

ら、市教委、建築課、業者の連携ができてい

ないのではないかという声もあるということ

です。 

それから、別な学校ですが、Ｂという学校

では、２学期になって工事があることを初め

て知ったと。事前に決定しているのに、職員

には知らされていない。急に９月３日までに

支援学級の農園を撤去してもらいたい。工事

の邪魔になるというお話だったと。ただ、こ

れは支援学級の子どもたちが育てている畑で、

じゃがいもがまだ収穫できる状況になってい

ない。子どもたちの気持ちを全く考えていな

い措置ではないかと。それから、学校祭が９

月の８から９なんだが、４日、５日は工事で

体育館が全然使えない。それから、外壁にＸ

型の鉄骨を設置すると。危険なので、窓に金

網を全面的にはるか、または窓を１５センチ

しか開かないような措置にする、どっちにし

ますかということを言われた。今年の暑さで

いったい授業ができるのかなと、そういう疑

問も出ている。 
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また、別な学校の話もあるんですが、こう

いうような話を聞きますと、今いただいたご

答弁のようには、なかなかなっていないのか

なということを心配するわけです。それで、

その辺の事情を少しくお聞かせをいただきた

いというふうに思います。 

次に、教職員の服務規律等の調査報告書に

ついてであります。報告書の概要についてお

聞きをしましたが、この中にはあと出てこな

かったものとしては、勤務時間中に組合の会

合に参加したということを調査する中身もあ

りました。いずれも、組合活動について調査

をするということがいかがなものかというこ

とは、前から申し上げてることでありまして、

どうなのかなということをちょっと心配する

ということです。ただ、概ねこういうことだ

ということは、今いただいた答弁でわかった

ところです。 

次に、調査の意義についてでありますが、

今、教育長からおっしゃられた北教組の政治

資金規正法違反によって、道民に大きな教育

に対する不安や不信を与えることになったと。

そういうものを払拭するために、その調査を

するんだということです。今おっしゃられた

のは、道教委が言われている公式に発表され

ている調査の目的ということかと思います。 

これ、全く逆の立場の労働組合の方からの

言い分で言えば、労働基本権の侵害だと、組

合活動への介入だと。それから、政治的行為

の調査をするというのは、思想・良心の侵害

で、個人的人権を侵害される問題だと、こう

いう言い方もあるわけです。 

私は、この調査の本当のねらいというのは、

さっきもちょっと質問のとき申し上げました

が、何ら問題のない組合活動について、だめ

なものだと、組合活動というのはだめなもの

だと、そういう印象を与える。それから、教

職員に対する不信感を深める。それから、捜

査された、捜査を受けた教職員の側の考え方

として、何をやってもだめだと。それから、

何か言われるようなことはできないなと。だ

から、かかわらない方がいい。こういうよう

な考え方にさせて、結局、組合の活動を萎縮

させる。組合を活動実態のないものにさせよ

うとするものではないかという疑いを持って

ます。それが本当のねらいではないかという

ことですね。 

道議会の議論というのは、国会のこと、そ

れから道議会の議論のことも答弁されました。

これらもあって、それらを踏まえて調査をや

ったんだということですよね。道議会の議論

についても、少しく記録を調べてみましたが、

記録をずっと見ますと、自民党と道教委が脚

本に従ってやりとりをする。馴れ合いの掛け

合いって言いますか、そういう感じが非常に

強いですね。組合とか学校現場、そういうも

のを締め付ける理由を議会議論に求めている

のではないか。自民党の指摘というのは、３

月の予算委員会でもちょっとやりましたけど

も、３月９日の件で具体的に示されましたね。

何の根拠もないことを保護者や道民の声だと

称して取り上げて、現場に直接調査を入れる

というような、一方的な締め付けをやる。だ

から、道議会議論の中でいろいろ取り上げら

れる問題が、果たして、本当に全部それは事

実なんだろうかと。３月９日の件では、全く

事実無根のことをあたかも事実があったかの

ように調査をすると。当時の教育長は異例な
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ことだということをおっしゃられたですね。

父母の声がこうだ、道民の声はこうだと言い

ながら、次々と規制をかける中身を、これは

どうなんだと自民党が聞く、道教委はじゃあ

それをやりましょうと、そういうやり方なん

ですね。そして、それが現場へおりてくる。

ですから、私は、この調査の本来のねらいと

いうものは、道教委が言ってることとは大分

違うのではないかということを考えますけれ

ども、教育長のお考えをお聞かせください。 

それから、この調査の中で組合活動につい

ての調査ということで、学校の備品等を使う

という話が出てまいりました。例えば、学校

備品としての電話、ファックス、印刷機、コ

ピー、パソコンなどを使う。いちいち学校に

ついてね、私は調査の中身を承知してる訳で

ありませんから、申し上げることが全部当た

ってるかどうかはわかりません。ただ、学校

というのはそこで働く教師たちの職場なんで

すね。職場ですから、労働組合の活動がある

ということです。そこでは職務としての学校

での勤務がある、一方で、労働組合員として

の職場であるということになると、いろんな

活動が錯綜するわけですけれども、勤務時間

中は勤務に集中するということに当然なる。

そして、勤務が終わった後で、必要があれば

組合の活動をするということになるわけです。

ただ、電話が来るとか事務的な連絡が来ると

かということが必ずしも勤務時間には絶対来

ないということにはなってないですね。これ

は現実に。ですから、どうしても電話がくれ

ば受けなきゃならないという問題はあるわけ

ですよね。それから、組合の活動をしていく

上で、今のように、携帯電話をみんなが持っ

てるというような時代は別ですけども、そう

でなかったときは、電話は学校の１台しかな

いわけですね、その職場に。それから、ファ

ックスにしてもそうですし、印刷機、コピー

機なども同様です。そうすると、労働慣行と

して、職場で、こういうことは、こんなふう

にやっていこうというのが、職員と管理者の

間で話し合って取り決めると。あるいは具体

的に話し合わないが、この範囲のことは認め

ましょうということがある。それは、いちい

ち使用する際に許可を求めると、理由を言っ

て許可を求めるということをしなくても使え

ると。これが労働慣行だと思うんですね。そ

れが、一律に調査という形で行われるとする

と、長い間確立していた労働慣行というもの

を否定する立場に立ってしまうのではないか。

これは、理解ができないことだなと思うんで

すね。だから、職場の長、学校長ですが、そ

れから、美唄で言えば市教育委員会、これら

が認めていたものが全部だめなものとして扱

われていくというのはおかしいのではないか

というふうに思います。 

それから、組合活動を調査する、細かく調

査をするということは、労働組合運動を認め、

労使対等の関係があるということの意識、考

え方、そういうものがなくなってしまうんじ

ゃないかということですね。労働組合という

ものを抑えつける対象としか考えていないん

じゃないか、明らかに憲法とか、労働関係法

を認める立場ではない、この調査については

ね。そういう考え方はやはり変えなければな

らないだろうということなんです。 

それから、勤務時間中の組合会議を開かれ

る。勤務時間中に組合活動をしてはならない



 - 83 - 

ですよ。勤務時間に活動をしなきゃならない

ということになれば、それは年休を取らなき

ゃだめですね。年休をもらって、組合の会議

に出ていくってことがあるかもしれない。た

だ、勤務時間中の組合活動をやってる学校の

数が、これだけありますというふうに報告さ

れることによって、学校の先生というのはで

たらめやってるんじゃないかという感じを与

えかねないですね。ただ、今回の調査では、

勤務時間中の組合活動については、全部年休

を取ってるという調査結果だったようです。

ですから、私は、それはそれで問題がないん

じゃないかというふうに思います。 

それから、労働組合の用務で会議室を使っ

たと。職場で組合としての集まりをやる、あ

るいは話し合いをするという場合に、学校の

会議室使わしてもらうというのはごく普通の

流れだというふうに思いますね。組合活動の

中で、例えば子どもが帰った後の空いている

教室を使わせてもらうとかね。それは校長が

了解していれば済む問題だと思うんです。そ

ういうものまで全部調べるということになっ

てるわけですね。そして驚いたのは、報告書

を見ると、使用料金の徴収が行われてるんで

すね。学校の会議室や教室を借りて金払うっ

てのは今まで聞いたことないですけどね。そ

こまでやってるのかなと。何を根拠に金を取

るんだろうということを私は感じました。学

校を職場とする組合に、活動の場を、当然そ

れを考慮されるものではないかということを

思ってます。これらについて、どんなふうに

お考えになるかお尋ねをしたいということで

す。 

それから、先ほどの答弁の中に学校運営に

関して、これは校長に対しての調査だったと

いうふうに聞きましたけれども、違法行為

云々というのがあります。私は、学校運営が

どんなふうになされているかということにつ

いて、今回の調査の対象になるというふうに

は、それは理解できないんですね。組合に圧

力かけるために、組合の活動を調査するとい

うなら、それはそれで一筋、筋ですよ。認め

られないけども、そういうふうにやられた。

ところが、学校運営についての調査をするん

ですね。もし、学校の中で違法行為が行われ

ているなら、これは官憲の捜査の対象になり

ます。学校運営というのは、それぞれの学校

での議論によって、学校内の議論によって、

さまざまな方法がつくり出されて考えられて

る訳ですね。それを、１つの型にはめてしま

うような考え方には無理があると思います。

地域とか子どもたちの実態に合わせて、柔軟

な発想が取り入れられて、より良い学校づく

りが行われていく、行われてきたわけです。

ですから、そのことを知られるということの

意味が何とも理解できない。 

それから、主任制度のことも答弁されまし

た。主任制度は、道教委が無理やりつくりま

した。で、学校に入れました。もう３０年以

上経ってるんですね。でも、私の理解は、ほ

とんど機能してないというふうに理解をして

ます。これも運用がどう行われているかとい

うことが調査される。この辺も極めて理解し

づらいところだなというふうに思いますけど

も、いかがでしょうか。 

それから、道教委が今後取り組む問題につ

いてです。先ほどの答弁ではね、法令遵守の

徹底とか、服務規律の確保とか、校外研修の
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厳格な取り扱いとか、それから国旗・国歌の

適切な実施、法令による主任命課など、適切

に行われる学校運営の推進で子どもたちや教

職員、保護者、地域住民、道民の信頼回復に

つながるということなんですね。私は、じゃ

あ、これまでの学校というのは、服務規律が

そんなにひどかったのか。それから、校外研

修は、厳格に扱うということを言わなければ

ならないほど、ルーズな運営がなされていた

のか。 

それから、国旗・国歌にしたって、全道の

実施率１００％ですよね。主任の問題はさっ

きちょっと申し上げましたけども、事実上実

態がないものをどうやって学校運営の中に落

し込もうとするのかと。北海道の教職員とい

うのはそんなに道民から信頼されていない存

在なのかなということを感じます。情けない

ですね、非常に。私はそんなことないと思っ

てますからね。 

ただ、事の起こりになった政治資金規正法

違反、これは裁判で刑罰も確定してます。で

すから、悪い事やったのは事実、それはきっ

ちり処罰を受けて、責任をとってもらう。も

し、組織内議論によって、今後の運営につい

て内容を深めたいというふうに考えるんであ

れば、それは組織の中でなされる問題であり

ますね。こういう形で学校全般を調査をする

という形で、果たして信頼を回復するという

ことにつながるのだろうか、どうだろうかと

いう、この辺がどうも理解できない。この辺

の考え方をお聞かせいただければ。そして、

だめなことがあればね、厳正な対処をする。

こういう部分で何かあるでしょうということ

ですね。 

それから、３番目の校外研修の問題ですが、

前年と比較すると１２％減だということです。

この１２％減という数字を、どのように分析

されるかお尋ねをいたします。 

次、教特法の趣旨の問題です。校外研修と

いうものがどんなふうに行われるかというこ

と。先程、教育長の答弁の中で出てまいりま

した。教特法２１条及び２２条の規定の趣旨

に沿った活用が図られるように留意すること

という、これに沿ってやってますというお話

です。そして、校長会等を通じて教職員を指

導していく。それから、常に研修に努めなけ

ればならないという事で、休みなど、子ども

がいないときの研修についてやれると。業務

に支障がない限り校長の承認を受けて研修が

できるというふうになってる。校長もその趣

旨について十分に理解し、運用されていると

いう答弁でした。これを、昨年も何回か取り

上げてお尋ねをしたんですけども、当然認め

られている校外研修というものを、ほとんど

認めようとしない校長がいるんですよ。 

ちょっと具体的な例を挙げてみます。ケー

スＡの場合、道立近代美術館で、ウォームア

ップギャラリー「どっち」という展覧会があ

る。それを見て美術についての自分の理解を

深めたいということ。それから、札幌の市立

図書館へ行って、特別支援教育の実践資料収

集をしたい。特別支援学級児童における教育

の指導のあり方の研究をしたい。それから、

紀伊国屋書店へ寄って特別支援教育における

資料収集と指導の教材研究をしたい。知的障

がい、情緒障がい、病弱障がい、ＬＤ、ＡＤ

ＨＤ、高機能自閉症などの研究をしたい。別

な日ですけどね、江別の市立図書館へ行って、
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同じような特別支援の教育にかかわる実態調

査、それから、岩見沢の市立図書館で同じよ

うなことをしたい。これで研修計画を出した

ところが、これら美術館、図書館は全部認め

られない。どんな内容なら認められるんです

かということを質問したら、図書館はだめで、

どんな内容でも認められないという学校長の

返事だったということです。この人が認めら

れたのは、１つは、ふるさと美唄研修、これ

は認められた。それから、岩見沢市幌向で障

がい者の保護者からの聞き取り学習会、それ

から、特別支援学級児童の進路指導と就労の

実態交流。これは、校外研修として認められ

る。だから、ふるさと研修と、岩見沢幌向で

の学習交流会ですね。 

それから、Ｂ校では、図書館、書店、スキ

ー、これは全部だめだそうです。今おられる

校長さんは、日常非常に話のよくわかる方な

んだけども、こと校外研修に関しては、前任

校長がやってたのを、そっくりそのまま踏襲

している。これら全く認められない。保護者

の目が気になるということです。この学校に

は何か特別な保護者がいるようです。目を光

らせているんですね。 

それから、Ｃ校では図書館は認めてくれた。

ところが、出した研修計画の本があるのかど

うか、校長自身が図書館に電話をかけて確認

をしたそうです。非常に丁寧な校長さんです

ね。 

それから、Ｄのケースは、今年の調査があ

った結果、この夏休みでの研修の承認は非常

に厳しくなったということ。これは私がたま

たま聞いた中身です。ただ、多くの学校では、

図書館での資料探しや調査というのはほとん

ど認可されてるんです。認められてるんです

ね。だから、図書館だめって言ってる学校は

ごく少数です。こういう実態ですね。今ちょ

っと申し上げましたけれども、これを聞いて

みると、全部の校長が、教育公務員特例法の

趣旨を十分に理解し運営しているという答弁

は、美唄の実情を把握していないと思います。

とりわけ、この美術館のケースは、研修と修

養に努めるという教特法の趣旨に私はあって

ると思って見ました。 

それから、自宅のことですが、自宅を認め

る校長はほとんどまれなようです。自宅でな

ければできない研修だぞという考え方で言わ

れてますから先生方は。だから、これが全く

私は理解できない。自宅で研修するというの

は、出かけていかなくていいですからね、時

間のロスがない。それから、落ち着いてしっ

かり研修の実を上げることができる。自宅に

ある資料の活用も容易だと。日常の超勤の連

続状態を考えても、せめて子どもたちが休み

の期間にふだんの疲れをとり、元気になって

新学期を迎えられるようにしてください。そ

ういう配慮が学校長の中にあっても当然じゃ

ないかなというふうに思います。最後の部分

は別にして、考え方をお聞きしたいですね。 

道教委は、今回の調査で、先程教育長言わ

れましたね。校外研修について、これは教育

長の答弁にはありませんでした。道教委は、

過去に出した通知の中で、職専免による研修

は場所を問うものではなく、というふうに書

いて出したんですよ。場所を問うものではな

くと、この場所を問うものでなくという表現

が、特別な理由がある場合に認められる自宅

での研修を安易に容認するかのような誤解を
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招きかねない面もあることから、早急に見直

して検討します、ということを道教委は言っ

てます。こうなると、今わずかに認められて

いる自宅での研修が全く認められなくなると

いうおそれが非常に大きいと思います。こう

いう具体的な内容、法運用の考え方、それか

ら、日常の勤務のこと、これら含めて、答弁

をいただきたい。 

それから４番目、国旗・国歌に関する道教

委の通知についてです。昨年までの経過とは

大きく異なる内容と私は受け止めています。

昨年という言い方は本当は正しくないんです

ね。２月、３月から通知が出始めてますから、

暦で言えば昨年なんですけど、年度で言うと

２１年度の３月期から始まっている動きです。

道教委は２月、３月と続いて通知などを出し

てる。そこでは既に職務命令に言及していま

す。私の理解では、道教委の考え方はこの問

題、この問題というのは、国旗・国歌の問題

です。この問題で、職務命令はなじまないと

いう考え方がずうっと続いてたんですね。網

走管内で昨年でしたか、訓告が出ました。こ

の卒業式関係でですね。だから、どうしてそ

んなことになったんだろうという疑問があり

ました。しかし、道教委の考え方には変化が

始まってたんですね。その変化が決定的にな

ったのが、今年２月の自民党国会議員２人が、

道教委を訪問したことです。これは、後でわ

かったんですが、訪問ではなくて調査だった

んですね。自民党、文教部会の調査団が道教

委に入ったんですね。調査を受けて、道教委

の姿勢は完全に過去のものとは変わったよう

です。明確に職務命令、そして処分という方

向に舵を切りました。これはなぜでしょう。

教職員の不起立がある学校数はね、毎年確実

に減ってるんですね。今年の場合も、３月の

卒業式と４月の入学式を比べると、大きく減

ってます。私が考えるに、北教組の選挙違反

があったんで、これを使って、てこにし一気

に北教組をつぶそうと、こういう考え方で自

民党と組んでるんですね。組合とは交渉もし

ない。過去の確認事項は全部ないものにする

と、こういう形のやり方に転換したんじゃな

いかというふうに思います。 

４月３日の北海道新聞に、これ４段抜きの

見出しで、「現場混乱、やり過ぎ」という見出

しがあります。道教委の国旗・国歌調査です。

「職員派遣、掲揚場所、起立状況まで、授業

内容介入を懸念」、これだけ見出しが出てます。 

ちょっと読ましてもらいますが、リードの

部分にこうあります。「道教委が、学校式典で

の国旗掲揚や国歌斉唱について調査に乗り出

したことが、週明けに入学式を控えた教育現

場に波紋を広げている。調査は北教組による

政治資金規正法違反事件を受けた自民党の追

及がきっかけ。３月の公立小中学校の卒業式

では、法的な規定のない国旗の掲揚場所や国

歌斉唱時の起立状況まで調査。教員や市民団

体から行き過ぎた対応でないか、との批判も

出ている。」これが記事の大まかな内容ですね。

あと中ではこんなふうに言ってます。「発端は

北教組事件を契機に、自民党が道議会で国

旗・国歌強制に反対する北教組が式典の進行

や授業での指導を邪魔していると追及したこ

とだ。」というふうに書かれてます。 

２人の学者さんの見解が出てます。１人は、

小樽商大の結城洋一郎さん、見出し「憲法違

反で不当」、もう1人、八木秀次さん、高崎経
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済大学教授、どちらも憲法学、「反すれば処分

も」という見出しです。全く違うお２人の意

見が載ってます。この入学式・卒業式の現場

の調査ですね。これは全部じゃないですけど

も、ある程度の数の学校を選んで、そこに道

教委の職員を派遣してますね。派遣して調査

をする。そして、そのほか学校から全部校長

から報告を求めて、全道の状況を把握すると

いうことをやっているわけです。 

あとですね、これは、３月４日の新聞です

から、３月３日の道議会での一般質問で聞か

れたことに対して、高橋教育長が答えたとい

うことが始まりですが、さらに、９日の道議

会、高木議員の一般質問、国旗・国歌につい

ての最初の質問に対する答弁で、調査を明言

しています。このときの２番目が名前は出て

ませんけど、美唄の不適切な指導について、

これが２つ目だったんですね。こういう流れ

というふうに私は理解をしてるんですけども、

教育委員会の考え方は、どうでしょうか。 

起立問題は次の２つ目の方でお聞きをしま

す。 

憲法はどこかに姿を消したんじゃないかと

いう疑問を感じますということを、さっき申

し上げました。先ほどの答弁では、教育基本

法の前文で憲法の精神というのが入ってると。

だから、憲法に立脚した教育として、日の丸・

君が代を学校教育で権力による強制が正しい

というふうに言う、どうして言えるのかと、

そこの考え方をお聞きしたいというふうに思

うんですね。日本の憲法の柱というのは、１

つは国民主権です。これは非常に大きいです

ね。それまでの大日本帝国憲法は、天皇主権

でしたからね。天皇が主権者だと。それが今

度は国民が主権者になったと。これ大きな柱

です。それから、基本的人権の尊重、これは、

日本という国を構成する国民の基本的人権は

尊重されなければならないという考え方。そ

して、戦争しませんという平和主義。この３

本ということですよね。この中で、憲法を根

底にして物を考えるなら、やはり基本的人権

の尊重とは何か、このことをしっかりと理解

すべきだというふうに思います。憲法の条文

で言うと、１１条、１３条、１９条などの内

容を把握して、自らの考え方が憲法に照らし

てどうか、憲法に沿ったやり方ですという答

弁でしたから、もう一度そういう条文を見て

考えてみてください。それから、国旗・国歌

法の成立過程にも目を向けていただきたい。 

それから、今新聞で名前出ました小樽商大

の結城裕一郎さんは、こう言ってます。「日の

丸・君が代の強制を図ろうとする人々は、し

ばしば学校教育法や学習指導要領などの一部

規定を援用し、その拡大解釈的手法によって、

自らの行為の正当化を試みているが、なぜか、

彼らが憲法規範に準拠する議論を展開する例

は乏しい。」と言ってます。ぜひ、今申し上げ

ました、せめては、１１条、１３条、１９条

くらいは、そういう条文によって、今教育行

政がやってることは正しいんだということを

説明していただきたい。以上です。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 米田議員の質問にお答

えします。 

 初めに、耐震化工事の学校への影響につい

てでありますが、学校耐震補強工事は、授業

と並行して進めていかなければならないこと

から、できるだけ授業等への影響に配慮しな
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がら、学校とも打ち合わせを行い進めている

ところであります。 

先ほど御指摘のありましたアスベストに関

しましては、ボイラー室の煙突の中心部に使

用されている煙突用ライニング材は、非飛散

性アスベスト形成版に分離されており、健康

などへの心配はないとして、調査や撤去対象

とはされてこなかったものであります。しか

しながら、今回の耐震補強工事にあわせ、解

体撤去する際にアスベストの粉塵が飛散する

おそれがある事から、環境省から通知されま

した技術指針に基づき、適正に処理すること

とし、保護者に対し、事前に文書により説明

を行ったところであります。 

また、農園につきましては、工事との関係

から学校とも協議し、早めの収穫をお願いし

たところであります。さらに、工事に伴う教

室窓の対応につきましては、外壁への補強鉄

鋼の設置にあたり、窓部分に鉄鋼がかかり、

生徒が飛び移れる状態となり危険であること

から、これらを防止するために窓に金網をか

けるか、窓の開放を１５センチ程度にするか

の判断をお願いしたところであります。 

いずれにいたしましても、耐震補強工事は、

子どもたちの安全・安心を確保するために必

要なものであることから、工事に伴う授業へ

の影響を最小限にとどめるため、きめ細やか

な打ち合わせを行うとともに、教職員との情

報の共有に一層努めてまいります。 

次に、報告書のその他の内容についてであ

りますが、勤務時間中の組合活動に関する調

査として、勤務時間中に職員団体主催会議等

に出席した学校数及びその人数、校長への聞

き取り調査で長期休業期間中の校外研修の状

況等に関する調査として、教育職員の校外研

修の状況、教育課程の実施状況等に関する調

査として、平成２１年度における授業実施時

数の状況、心のノートを活用していない学校

数、勤務実績の勤勉手当への影響にかかる実

施時の状況に関する調査として、職員団体か

らの申し入れ状況と、その対応について、職

員団体との関係に関する調査として、交渉時

の実施状況、職員団体による対向戦術の状況、

平成２２年度管理職選考への関与についてで

あります。なお、この調査の概要版報告書、

報告書資料編は、道教委のホームページで公

開をされてるところです。 

次に、この調査の意義についてであります

が、子ども達や現場の教職員、保護者や地域

の方々に対する不安や不信を取り除き、学校

に対する道民の信頼を回復するため、法令や

学習指導要領に反する違法な行為や不適切な

行為が行われていなかったかを問うものでご

ざいまして、客観的事実の有無を聞き取るも

のと考えております。 

なお、労働基本権で認められている教育公

務員の職員団体は、その特殊性から労働三権

に制限がありますが、職員団体としての活動

と権利は保障されなければならないものと考

えております。 

また、学校備品は基本的に学校教育活動に

使用されるべきものでありますが、道教委は

勤務時間外における職員団体用務による学校

備品や会議室等の使用のあり方について、必

要な検討を早急に行うこととしており、市教

委としてもその結果を受けて、適切に指導し

てまいりたいと考えております。 

次に、学校運営項目に関する調査は、校長
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が校務分掌を決定する際の方法や職員団体と

の話し合いについて行ったものであり、主任

等命課については、学校教育法施行規則に位

置づけられた主任制に基づいた学校運営が行

われているかを問うものであります。 

次に、道教委が今後取り組む内容について

でありますが、学校は校長と教職員の信頼関

係はもとより、学校と保護者や地域との信頼

関係の確保が重要であります。そのためには、

子どもたちの手本となる教職員が法令等を遵

守することが何よりも必要なことと考えてお

ります。このたびの調査においては、要請が

あれば正していくことは、保護者や地域、道

民に対して、信頼回復のためには何よりも重

要であります。 

なお、道教委において法令等違反の疑いの

ある行為については、厳正に対処しているこ

ととしていますが、現在のところ、本市に対

し、そういった指導はないところであります。  

次に、夏休み中の校外研修の実施について

でありますが、長期休業期間中の校外研修は、

教育が教育職員の自発性、創造性に基づく勤

務に期待することから、教育公務員特例法第

２２条の規定に従い、授業に支障のない限り

校長の承認を受け、勤務場所を離れて研修を

行うことができるとされております。各学校

においては、校長もその趣旨について十分理

解し、運用された結果であるものと認識して

おります。 

次に、校外研修についてでありますが、児

童生徒の指導に携わる教員は、専門職として

自らの資質向上を図ることが必要であり、長

期休業中に公務に支障のない限り校長の承認

により、研修を行うべきものであると考えて

おります。 

なお、研修に当たっては、自宅の研修を否

定するものではありませんが、学校運営上支

障がなく、研修の実質が備わっていることを

確認の上、校長が承認するものであり、保護

者や地域住民に誤解を与えることのないよう、

情報公開にも対応できるものであることが求

められており、どこの場所にあっても、その

場所へ行く必要性が問われているものである

と認識しているところでございます。 

次に、道教委からの通知についてでありま

すが、本年２月からの道教委が発した通知に

ついては、学校における国旗・国歌の指導は、

学習指導要領に基づいて適切に行われるもの

であるという、平成１２年の見解を基本的に

踏襲しつつ、国旗・国歌の取り扱いや指導の

考え方をより明確にしたものであると理解し

ているところでございます。 

次に、学習指導要領は、憲法を最高法規と

する法体系の一つとして位置づけられており、

このことから、教育においても日本国憲法の

精神が尊重されているものと考えております。

また、学習指導要領は各教科の目標、内容に

ついて大綱的基準を定め、法律の定める教育

の実現を図り、教育の機会均等と学校教育の

水準を維持するために公示されており、公教

育として国旗・国歌を適切に指導することが

必要であると認識しているところでございま

す。 

なお、お話のありました小樽商科大学教授

の意見につきましては、１つの考え方と考え

ております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ８番、米田良克議員。 
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●８番米田良克議員 耐震化工事については、

今説明がありました部分でほぼ理解はいたし

ました。ただ、早めの収穫をされたという、

支援学級の農園の件については、かかわって

いる子どもたちの気持ちを十分に考えた対応

であってほしかったなということを申し上げ

たい。それから、日程の変更とその理由など、

早目早目に連絡、説明すべきだったというふ

うに思います。それから、答弁の最後にあり

ましたきめ細かな打ち合わせ、情報の共有に

努めると、これをぜひ確実に行っていただき

たい。それから、迷惑をかけて申しわけなか

ったという言葉がほしかったなと思いました。

この件は意見として申し上げます。 

 次に、服務規律の報告書の件であります。

職員団体としての活動と権利は保障されなけ

ればならないと考えるとありました。市教委

の姿勢として、この答弁のように美唄での組

合との対応を考える考え方があるのか、道教

委の北教組の方針を変更しなきゃ一切の交渉、

話し合いに応じないという姿勢に、もしかし

たら歩調を合わせているのではないかという

疑問も持ってます。最近の市教委の動きから

は、疑問を感じる内容もあります。労働組合

活動ですね、建前としてではなくて、本当に

認め、保障する立場に立つか、市教委の姿勢

は校長に大きく影響します。美唄の教育は、

労使の対立からはよい結果は出ません。ぜひ、

はっきりとした答弁をいただきたいと思いま

す。道議会の自民党と道教委の関係について

はお答えがありませんでした。 

 ２つ目、労働慣行に関する質問について答

えてません。これはぜひお答えをいただきた

い。道教委が何かを決めても、組合員は学校

で働いてるわけです。職場での組合活動を保

障するのは、設置者であり服務監督権を持つ

市教委だと私は思ってます。市教委としての

考え方をしっかりと持ってほしい。道教委が

学校現場のことに細かく口を出すこと自体が

間違いだと思います。美唄市の教育を守る姿

勢を明確にすべきだと思います。お考えはど

うでしょうか。 

それから、学校長は当然法令を守って、学

校を運営しているということですね。職員の

考え方をどう取り入れるか、それは、地域性

や校長の考え方で、それぞれのやり方がある

と思います。校長側から多くの声があがって、

それを受けて後ならわかりますけれども、道

教委が一方的に学校の中身のことを調べると

いうことへの疑問をお尋ねしたわけです。も

し、学校運営に組合が介入してるということ

が心配されるとするなら、私はそんなことは

ないと思ってますけども、特定の地域だけ調

べれば済むことです。 

それから、主任のことに関しては、さっき

申し上げましたけれども、この制度の始まり

からの経過と現在の状況ですね、把握するこ

とが必要だと思います。経過を知らずして、

法令の活用だけを言っても意味は無いと思い

ます。これはいかがでしょうか。 

それから、道教委の今後の取り組みですね。

美唄の学校について、市民からの抗議とか心

配とか運営に対する不信とか、そういう意見

が実際に市教委に寄せられているのでしょう

か。美唄の実態を考えてみて、落ちた信頼が

どの程度のものか、それら、もしお答えをい

ただけるんでしたら、いただきたい。 

ここまで、今回の調査にかかわって質問を
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しました。私なりの判断や考え方でやってま

す。このことでは、多くの団体や個人も北海

道の教育はどうなるのか、危惧を持っていて、

道教委への具体的な行動を取り組んだ方々も

多くおります。弁護士団体の動きもありまし

た。私は再三申し上げますが、今回の調査は

実施すべきでなかったという考え方です。残

念だったのは、地方教育委員会の動きとして、

内容に問題あり、実施すべきでないなどの声

が上がらなかったことです。ただ、調査が提

起された時に、一部の地教委からの疑問は出

されたということは新聞で知っております。

その地域で教育行政を担っている教育委員会

は、現場の具体的な姿をよく知っているわけ

です。そこが何も動きを見せなかったのは、

まことに残念だったと思います。ほか、国旗・

国歌問題ではほとんど報道してくれなくなっ

た新聞でも、この調査には疑問を投げかけて

おりました。道議会議論を見れば、自民党と

道教委の密接な関係は明々白々です。教育行

政がこれほど政治的な動きをするのが許され

るのか、私はひどい話だと思います。その辺

含めてお考えをお聞きしたい。 

それから、校外研修の問題です。今いただ

いた答弁は、全く納得できないですね。３校

の例を具体的に申し上げたんです。これらを

申し上げても、校長もその趣旨について十分

に理解し運用された結果である、というふう

にお答えになった。そうすると、私が先ほど

質問で指摘した事実というのは、それは事実

じゃなくて、お前の発言は嘘だと、そういう

受けとめになるのか、その辺の見解明らかに

してください。このことで私の考えを言えば、

要するに先生方が出す研修の計画にけちをつ

けるんですよ、校長が。そして、ああでもな

い、こうでもないということを言う。それは

基本的に認めたくないということです。承認

をもらうのに書き直ししたり時間がかかる、

そうしたら忙しく仕事をしている先生方にす

れば、そんな時間はもったいないと。だから、

そんなけちつけて文句言うなら校外研修なん

かやめたという考え方ですよ。そういう先生

が増えてるから１２％も減ったんですよ、減

った原因は。私は全部の学校には聞いてませ

んよ。でも、幾つか聞いてみるとね、様子は

わかります。さっきちょっと指摘しましたけ

どね、各学校においては、校長もその趣旨に

ついて十分に理解し運用された結果であると

いう答弁は、ぜひやめていただきたい、取り

消してほしいですね。 

それから、教特法の趣旨の問題です。承認

の内容に差があると、学校によってね。それ

をそのまま認める考え方ならそれは間違いで

す。やっぱり市内の学校足並み揃ってなきゃ

おかしい。さっきの質問で言ったＡＢＣの具

体例をどういうふうに受けとめたか、それを

明らかにすべきだと思いますよ。 

自宅の件、保護者や地域住民に誤解を与え

ないよう、どうやったら誤解を与えるという、

私はむしろその方が疑問ですね。どうやって

誤解を与えるんだろう。研修計画が出されて

るんですから、なんか聞かれたらそれで答え

ればいいわけです。説明すればいいんですよ

ね。それから、その場所へ行く必要性が問わ

れる、というふうに言われる。これは、場所

については自宅も含むと考えるのか、それな

らおかしいなと私は思う。自宅の持つメリッ

トというのは、さっき申し上げた。何でも文
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言にこだわる、しゃくし定規の運用になって

るんじゃないかということを心配します。教

特法の研修をさせようという趣旨をどう考え

るか理解できません。何を恐れているか。研

修をさせたくないんなら、はっきりそう答弁

してください。そして常々言ってますが、学

校は日常的に超勤状態が続いてるわけです。

そういうものには、黙って目つぶって見ない

ふりをされるのか。そのこともお聞きします。 

それから、国旗・国歌の問題ですね。平成

１２年の見解を踏襲しつつ、取り扱いや指導

の考え方をより明確にしたという答弁ですね。

今この時期に、なぜ、より明確にしたのか。

私がさっき質問で申し上げたような事柄と全

く関係ないのか、その辺の考え方を改めてお

尋ねします。 

それから、憲法の問題ですね。質問をしま

したが、まっすぐお答えがありません憲法の

３つの柱のこと、基本的人権のこと、具体的

に例を挙げた３つの条文の内容、教育長の考

え方が憲法に照らしてどうなのか、改めて答

弁を求めたいと思います。 

国旗・国歌法のことはどうなんですか。そ

れから、結城さんの考え方を紹介してますけ

ども、結城さんの考え方をただ教育長に知っ

てほしくて申し上げたんじゃない。質問は、

私がしてるんですよ。なぜ答弁を避けますか。

教師に対して厳しく規律を求める行為という

のは、明確に憲法違反だと私は思ってます。

合憲だと言うんなら、その考え方を憲法の条

文によって説明していただきたい。私がここ

で聞いてることは、憲法に立脚した教育だと

いうことをおっしゃるわけですから、それな

ら国旗・国歌を学校教育で権力による強制が

正しいとどうして言えるか、その説明を求め

ております。よろしく。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 米田議員の質問にお答

えします。 

 初めに、調査の意義についてでありますが、

職員団体としての活動と権利は保障されなけ

ればならないもと考えており、引き続き必要

とされる話し合いは行ってきているところで

あります。また、この調査については、文部

科学省からの調査の要請や、道議会における

議論経過を踏まえ行われたものであると承知

しております。 

 次に、労働慣行についてでありますが、通

常、労働条件や労働組合等で慣習とされてい

るものであり、公務員の場合は労働慣行が法

令や条例に優先することがないと認識してお

ります。学校は校長の運営計画のもと、教職

員がその内容を理解し、共同して子どもたち

の教育に当たることが重要であると考えてい

ます。 

学校備品や会議室等の使用のあり方につい

ては、道教委において勤務時間外における職

員団体用務にかかわり、必要な検討を早急に

行うこととしており、市教委としてもその結

果を受けて、適切に指導してまいりたいと考

えています。 

また、このたびの調査は、先の衆議院議員

選挙にかかわり、教職員が加入している職員

団体の幹部が政治資金規正法違反により逮

捕・起訴され、子どもたちや現場の教職員、

保護者や道民に大きな不安や不信を与え、本

道教育に対する信頼を著しく損なう事態とな

りました。こうした中で、道教委は、主任制
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度の実態も含め、違法のおそれがあると取り

上げられた事項に関し、任命権者として調査

を行ったものと理解しているところでありま

す。 

次に、道教委が今後取り組む内容について

でありますが、このたびの調査は、先の衆議

院議員選挙にかかわり、政治資金規正法違反

により、北教組幹部とその団体が起訴され、

北海道の教育に対する信頼を著しく損なう事

態となったことから、学校教育に対する道民

の信頼を回復するため、全道一斉に調査が行

われたものであります。 

私としては、この調査結果を受けて、学校

教育に対する道民の信頼回復につなげること

が何よりも大切であると考えております。  

次に、校外研修の実態でありますが、教員

は校長の承認により、校外研修を行うことが

できるものとされていることから、校長は、

長期休業前に教員から研修願いの提出を求め、

その内容が研修にふさわしいものについて承

認を行っているところであります。 

次に、校外研修の承認についてであります

が、長期休業期間中の校外研修については、

教特法第２２条第２項に、教員は授業に支障

のない限り、本属長の承認を受けて勤務場所

を離れ研修を行うことができる、とされてお

り、職務専念義務を免除された研修でありま

す。校外研修は、教員が自主的に企画するも

のでありますが、職務専念義務を免除される

取り扱いにふさわしい内容のものであること

が求められているものであり、自宅での研修

についても、その内容、様態に関して、保護

者や住民から誤解を招くことのないよう、研

修の目的や内容などを把握の上、適正に承認

することが必要であると考えております。 

いずれにいたしましても、私としましては、

この研修の必要性を認識しており、引き続き

承認に当たっては、校長会議等を通じて指導

してまいりたいと考えております。 

次に、国旗・国歌にかかる通知についてで

ありますが、道教委は、本年２月に北教組の

組合仕様において、国旗・国歌の取り扱いに

関して、道教委と北教組本部とがこれまで話

し合ってきた内容と、明らかに事実に反する

記述があったことから、厳重に抗議するとと

もに、本年３月１８日に改めて国旗・国歌の

取り扱いや指導のあり方をより明確にしたも

のであると理解しているところであります。 

次に、憲法との関係についてでありますが、

憲法は国の最高規範であり、かつ日本国民が

達成すべき理想や目的であると認識しており

ます。また、憲法のもとでは、公務員は全体

の奉仕者であって一部の奉仕者ではないとさ

れ、憲法を尊重し擁護する義務を負うと憲法

の中でも規定されております。こうした中で、

基本的に憲法の目的・理想については実現す

べきであり、それに基づいて、関連する法令

ができ上がっているものと認識しており、こ

れらが憲法に沿わないということであれば、

憲法の規定に基づき、最高裁判所で違憲性が

審査されるものと理解しているところであり

ます。 

また、直接子どもの指導に当たる教職員が

国歌斉唱時に起立することは、社会通念上当

然のことと認識しており、広島高裁で行われ

た君が代訴訟では、本年５月に国歌斉唱時の

起立は一般の儀礼的行為で処分は適用とする

判断が出されております。市教委としまして
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は、これまでの学校現場において、学校長が

中心となり、教職員の理解が図れるよう粘り

強く指導した結果、年々改善が図られてきて

おりますものの、本年４月の入学式における

教職員の不起立が管内では１校のみとなった

ことについては、教育委員会としても重く受

けとめているところであります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 米田議員の本件に関す

る発言は既に３回に及びましたが、会議規則

第５６条ただし書きの規定により、特に発言

を許します。 

 ８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員 お許しをいただいてあ

りがとうございます。 

ちょっと、私自身の組み立て方がうまくな

かったというのもあるかもしれませんが、手

間取ってます。それで、調査に関しての答弁

の中で、もう１回聞かしてほしいのは１点だ

けです。 

労働慣行の部分のところで、公務員の場合

は労働慣行が法令や条例に優先することがな

いと認識しております、というふうにありま

す。これは、何か根拠になるものがあるのか、

それをお尋ねしたいと思います。 

あと、ただいまいただいた答弁について、

若干私の見解を述べさせていただきたいとい

うふうに思います。 

それは、今回の調査をやることになった理

由ですね。これは、先程から答弁がありまし

たように、国会の議論、道議会の議論等を踏

まえて、そして、道教委が失われた道民の信

頼を取り戻すためにやるんだという事ですよ

ね。これは、私はですね、現在の道教委の考

え方、動き、これは過去に例の無い、異常な

ものだというふうに受けとめています。北教

組が国旗・国歌に反対するという方針を撤回

しない限り交渉はしないと、交渉にも話し合

いにも応じない。こういうことを言い、その

ことを地方教育委員会や校長にまで指示をお

ろしているんですね。そうすると、現場での

話し合いもするなということになるわけです

から、これは極めて、北海道の教育界全体を

凍結してしまうみたいな、そういうかつて聞

いたことのない指示なんですね。そういうこ

とをやられるということ、これは全く理解で

きないですね。このままでいくとすれば、美

唄もそれを踏襲するなら、最悪の状態になる。

そういうことが大変心配ですから、だから、

ちょっとしつこく質問をさしてもらってます。 

組合と教育委員会といろんな問題について

ね、交渉であるか、話し合いであるかは別に

して、何であれ、やはりテーブルに乗せて十

分考え方を交換し合うということは大変大事

だと私は思ってます。それはね、引き続き必

要とされる話し合いは行ってきますという答

弁でしたから、だから、それはぜひそのとお

りお願いをしたいと思いますし、それから、

教育委員会事務局内全員に、この考え方はぜ

ひ徹底させていただきたいというふうに思い

ます。 

それから、職員団体にかかわる問題で、学

校備品とか会議室とかの問題ですね。道教委

が必要な検討を早急に行って、今行うから、

市教委としてもその結果を受けて適切に指導

したい、という答弁でした。これが、今申し

上げた現在の道教委の物の考え方というのは、

私は大変心配です。何が出てくるかわかんな
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い。検討した結果ね。それを市教委がそのま

ま受け止めて、美唄の学校に当てはめていく

というふうになると、これは極めて心配です

ね。そのことが大変心配だということを申し

上げておきます。 

それから、最後の主任制の問題、主任制の

現状については、道教委と職員団体間での協

議が煮詰まらないまま、道教委が見切り発車

しました。双方の対立が長期間続き、北海道

の教育にとっては不毛の対立だと思います。

なんもいいことない。大変残念なことだと思

います。法令や制度というものは議論があっ

たとしても、それを克服し、定着して、初め

て効果が現れる、そういうことだと思います

ね。私は現状は、北教組にも道教委にも双方

に責任があると思ってます。現在までの経過

の中では、何とか解決に向かう動きがありま

した。ちょっと記憶は正確でないですから、

自信を持って申し上げられませんけれども、

１度か２度は話がまとまったところに文部省

がだめだという、だめを出すんですね。それ

で、打開の動きはそこで頓挫してしまうわけ

です。そういうこともありました。北海道の

主任制度というのは、単に今回の調査で違法

のおそれがあるということだけで調査の対象

にするものではないというふうに思ってます。

ほかのものと違うんですね、経過が。市教委

の考え方を、そういう視点で正したつもりで

ありました。ぜひ、経過を理解しての対応を

強く求めておきたいというふうに思います。 

それから、美唄では道民の声がどうなのか

ということを、さっき聞いたんですが、教育

長からは具体的の答弁はありませんでしたか

ら、そういうものはなかったというふうに受

けとめます。さっきも言いましたけども、北

教組が政治資金規正法違反をやったというこ

とは、紛れもない事実で、これはやっぱり厳

しい反省が求められる。批判を受けてもやむ

を得ない。しかし、そのことと、学校現場が

どんなふうに動いてるかということとは、私

は全然別ものだと思ってますよ。だから、い

いチャンスだという事で、動き出したという

事を言わざるを得ない。 

３月４日の新聞です。これは、５段抜きで

すね。「北教組問題、民主と労組」カギ括弧し

て、「自民照準、北海道議会ダブル追及」こう

いう見出しで載ってます。ですから、報道機

関も、この際、選挙を口実にして、参議院選

挙に向けて、いかに有利な状況をつくるかと

いう事をやろうとしているということを言っ

てるわけです。そういう意味で、自民党と道

教委の関係についてお尋ねをしましたが、お

答えがありません。お答えを求める方が無理

なのかもしれません。これは、そういうふう

に疑っている人は私だけではないですよとい

う事を申し上げたいですね。 

さっき、答弁取り消してくださいといった

部分は、今いただいた答弁の中では文言が落

ちましたんで、了解いただいたというふうに

解釈をします。 

それから、日常の超勤状態について見ない

ふりか、ということも改めて聞いたんですが、

ご答弁がありません。これも十分教育委員会

は把握されてるはずですね。これはもう前に

もお尋ねをしてますから、校長を指導したい

ということをおっしゃられて、十分そのこと

を考えて、配慮事項と言いますか、そういう

ものとしての長期休業中の校外研修も考える
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余地があっていいという事を、重ねて申し上

げておきたいというふうに思います。 

それから、最後の国旗・国歌の問題ですが、

１つ目の、北教組が出した資料が事実に反す

るという事で、道教委が抗議文を送ったとい

うのは承知してます。事実にないことを書い

てるという事ですね。それは、その後の流れ

で見ますと、北教組の方はどこが事実でなか

ったのか。交渉記録の双方のつけ合わせをや

って確認しましょうという申し入れをしてる

わけです。しかし、道教委は一切応じてませ

ん。ということは、さっき申し上げた、２月

に２人の国会議員が来て調査をした。そこか

ら大きく道教委の姿勢が変わるわけです。そ

の時に、大きく姿勢が変わるためには、過去

の交渉確認にとらわれていたらやれないです

ね。ですから、北教組が嘘書いたということ

を理由にして、一切反故にするという作戦を

道教委は取ったんだと思いますね。だからこ

れは、表向き言われてるということが必ずし

も正しくないということを私は指摘しておき

たいと思います。 

それから、憲法の問題で公務員は全体の奉

仕者であって、一部の奉仕者ではないと。こ

の問題は、公務員っていうのは、一部の人に

利益を与えるような行動をとるなという、戒

めの意味の条文だと思うんです、これは。だ

から、私はここの部分で、これが出てくると

いうのは、ちょっと理解しがたいという指摘

をします。それから、憲法を尊重し擁護する

義務を負うというふうにありますよと。私は

それを言おうと思ってた。９９条ですね。憲

法尊重擁護の義務、天皇又は摂政及び国務大

臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負う。御存

知のとおり、憲法というのは国民が守るもの

じゃないですね。国家が守るものです。その

意味では、公務員というんだから、広い意味

では先生も入る。とりわけ、立場のある公務

員の皆さんはしっかりこの憲法を守んなさい

と、守らなきゃなりませんよということ。国

民に対して求めてることは、憲法に書かれて

いる権利というのは、あなた方が努力し、日

常、普段に努力をしなかったら、それは守れ

ませんよということも言ってるんですよ。だ

から、権利を主張して、主張して、国家に認

めさせるということをやっていかなかったら、

憲法は憲法として機能しないんだよというこ

とを言ってるんですよね。そういうこともあ

わせて、憲法を尊重するというのは、私はま

ず教育行政で言えば、道教委が、そして地方

教育委員会がしっかりと憲法の精神というも

のを理解して、そして、行政運営に当たるべ

きだと、そのことを抜きにしては本物にはな

らないというふうに思います。そのことを改

めて申し上げておきたい。 

それから、最高裁判決のこと、中身詳しく

言いませんけども、これは、ピアノの伴奏か

なんかのケースだったと思います。これは、

さっき名前挙げました結城洋一郎さんが詳し

く解説を書いてますが、あの最高裁判決は、

大きな矛盾がその判決文の中にある。だから、

あれは法律家が読めば、大体の人はおかしい

というふうになる。だから、そういうふうに

論理がきちっと通る話として、基本的人権を

守るという事を、それを第１に考えていった

ら、教師にピアノを弾かせるとか、弾かない

ことによって処罰をするとか、そういうこと
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はできないという理屈になってるんですよ。

だから、あの最高裁判決は誤ってるんですね。

ただ、最高裁だから確定判決になりますから、

当分これは行きますよ。直すって判決が改め

て出ない限りね。しかし、それがあるから、

先生は立たせることができる、歌わせること

ができるというふうに考えるのは大きな間違

いですよ。基本的人権というのは、何ものに

も侵されないんです。それは教師であろうと、

公務員であろうと、みんな持ってるんです。

だから、学校が、学校として、卒業式や入学

式で日の丸を掲げ、君が代を歌うというプロ

グラムをつくるということについては、それ

は教師は反対する権利がありません。意見は

言えるけども。それはできないんです。だけ

ども、自分がどうするかというのは、この人

の持つ基本的人権を誰しもが尊重しなきゃな

らない。お互いに尊重し合うことにしなかっ

たら、成り立たないんですよ。それは、誰だ

から彼だからということで、おまえは扱いが

違うということにはならないんですよ。その

ことをぜひ、これ以上ごたごた言いませんか

ら、教育長もぜひ、しっかりかみしめていた

だいて、あとで結城さんの資料届けますから。 

広島高裁の問題はね、これはちょっと変だ

と思うね。国歌斉唱時の起立は、一般の儀礼

的行為で処分は適法だという、国歌斉唱時の

起立が一般の儀礼的行為だというふうに考え

てるんでしょうかね。やはり、自分の良心に

照らしてみて、ここで立つべきか立つべきで

ないかっていうことを考えなきゃならん。そ

んないいかげんなものじゃないと思います。

その点で、これは上級でどういう判断でるか

ということですね。 

最後、本年４月の入学式における教職員の

不起立が、管内では１校のみとなったことに

ついては、教育委員会としても重く受けとめ

ています。重く受けとめるというのはわかり

ました。そう教育委員会に思わせたいために、

いろいろやってる人がいますね。５月１２日

の空知プレスに空知管内１校で、それは美唄

だって。美唄の学校の名前まで載せました。

空知プレスはね。私は空知プレスに聞いたん

です。この記事は何だと、どういうことでこ

ういうことを書いたんですかと。そしたら、

責任者の方がこれは配信記事ですというふう

に、私に答えた。配信記事というのは、通信

社かなんかからもらった記事だということで

すよね。でかいとこで共同通信なんていうの

が。それで、私はそれ以上何もいうことない

ですから、ああそうですかって引き下がった。 

ところが、５月１２日には、北海道新聞も道

議会の文教委員会の様子として、全道の卒業

式・入学式の実施状況を報道してるんですよ。

ところが、プレスの記事は、道新の記事とは

大きく違うんですね。そして、要するにねら

いは美唄の学校１校をあぶりだすという、そ

ういうことです。 

５月１１日の北海道議会・文教委員会のや

りとりというのがありました。それ全部調べ

てみました。そしたら、学校名まで聞いてる

んです。自民党の文教委員の方が。道教委は

学校名は明かせませんというふうに答弁して

るんですよ。だから、あの時点では誰も知ら

ないんです。それが、１２日にプレスに学校

名が載ったってことは、なんでしょうね。あ

り得ないことです。それは、美唄の学校をあ

ぶりだすという、そういう不純な意図を持っ



 - 98 - 

た人間がプレスに情報提供したというふうに

私は考えてます。重く受けとめて、この後ど

うなさるかというね、それはこれから教育委

員会が考えられることだと思いますけども。

私は、北海道中の学校が、全部一色になって

ね、国歌斉唱ったらパッと立って大きな声で

君が代を歌うという姿になることが正しいの

か、そうじゃないぞっていう学校があちこち

にまだ残っているというのが正しいのか、道

民はよくよく考えるべきですよ、今。一色に

染め上げた結果どうなったかっていうのは、

物すごい痛い経験を日本はしてるわけでしょ

う。そういうことを求めることに教育委員会

が加担すべきじゃないということを私は繰り

返し申し上げている。よくよく考えてくださ

い。 

長くなってすいません。終ります。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 米田議員の質問にお答

えします。 

労働慣行についてでありますが、慣習法第

２条及び民法９２条において、慣行事項の取

り扱いが定められており、慣習法では法律に

定めがない慣行についてのみ慣習法となり得

ると規定し、民法においては、慣行事項が長

年の間、反復継続し、一般的に同様行為が行

われると認められる条件にあるとき、と規定

をしております。これらの法令に関して、民

間においては、慣習法、民法、双方の適用を

受けられるものでありますが、公務員の場合

は、勤務条件等に関し法令や条例に詳細な規

定があることから、民法の規定は適用されず、

慣習法の適用の場合は極めて少なく、法令と

異なる労働慣行は、法的拘束を持たないもの

となっております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 午後１時まで休憩いた

します。 

 

正午１２時０９分 休憩 

正午１２時５９分 開議 

 

●議長内馬場克康君 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

一般質問を続けます。 

７番、長谷川吉春議員。 

●７番長谷川吉春議員（登壇） 平成２２年

第３回定例会に当たり、大綱３点について市

長にお尋ねいたします。 

今、急激な円高株安の進行による景気減速、

中小企業、地場産業を初め、日本経済全体が

悲鳴を上げています。また、総務省が発表し

た労働力調査では、７月の完全失業率が５．

２％で５カ月連続して５％を超える深刻な状

況が続いています。 

こうした状況にもかかわらず、菅民主党政

権は消費税に固執、衆議院比例定数の削減、

また、沖縄県民の願いを踏みにじる普天間基

地移設検討作業の発表、憲法をないがしろに

した安保防衛懇談会の報告書など、アメリカ

財界へのつながりを示す姿勢をますます強め

ています。同時に民主党は１４日投票の代表

選挙に向けて、国民の暮らしそっちのけの権

力のための権力闘争と国民から批判される選

挙戦に集中しています。 

こうした事態の大元に日本の政治の深刻な

ゆがみを生み出している異常な対米従属、財

界、大企業の横暴な支配という２つの異常が
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あり、その打開なしには、深刻化する国民生

活を前向きにすることはできません。 

大綱質問の１点目は、農業行政についてで

あります。 

その１つは、異常気象による農作物の影響

についてでありますが、９月に入ってからも

各地で３０度を超す猛暑日が日本列島を襲っ

ています。昨日の５日には京都府京田辺市で

３９．９度、福知山市で３８．３度、兵庫県

西脇市で３８．３度となっており、北海道各

地でも連日３０度を超す暑さが続いてきまし

た。そして、それによる農作物の被害も各地

で発生していることが新聞などで報道されて

います。本市の場合、異常気象による農作物

の影響がどのようになっているのかお聞きい

たします。 

２つ目は、戸別所得補償についてでありま

す。民主党政権が農業政策の目玉としている

戸別所得補償は、当初の期待と異なり、農家

や関係者の間に戸惑いや不信感を広げていま

す。今年度、水田だけを先行させたモデル事

業がスタートする中で、生産の現場には大き

な問題が出てきていますが、本市においては

どのような影響が出ているのか、今年度の申

請状況と昨年度と比較して農家経営にどのよ

うな影響が出ているのかお聞きいたします。 

また、来年度から戸別所得補償が本格的に

実施されることになっておりますが、美唄市

においてはどのような影響があると思うのか

お聞きいたします。 

３つ目は、日米ＥＰＡ及び日豪ＥＰＡ交渉

についてであります。ＥＰＡというのは日豪

ＥＰＡ経済連携協定、日米ＦＴＡ貿易協定を

含むアジア太平洋の構築を目指す民主党の新

成長戦略の名称でありますので、規模が大き

くなりますので、その中の日米ＦＴＡ及び日

豪ＥＰＡの交渉についてお聞きいたします。 

私はこの問題については、平成１８年第４

回定例会や平成１９年第１回定例会でもお尋

ねいたしましたが、民主党が政権についてか

ら農産物の輸入自由化の方針が一層強まって

います。菅政権が６月１８日に閣議決定した

新成長戦略、「元気な日本」復活のシナリオで

は、従来の公共事業依存や市場原理に基づく

貧困と格差の拡大ではなく、第３の道と称し

て強い経済、強い財政、強い社会保障に基づ

く戦略を打ち出しています。その中心の１つ

がアジア経済戦略であり、ＦＴＡ・ＥＰＡ戦

略に基づく農産物の全面的な自由化でありま

す。この交渉が進めば、北海道農業、日本の

農業が壊滅状態になることは明白であります。

この交渉に対して、市長はどのようなご見解

をお持ちなのかお尋ねいたします。 

４つ目は、免税軽油制度についてでありま

す。２００９年にガソリン税などを特定財源

とする法律が廃止され、一般財源化されまし

た。農家の皆さんが多く使う軽油は、地方税

の軽油取引税の税率は１リットル当たり３２

円１０銭となっています。しかし、道路を走

らない農業用機械などや船舶、倉庫内での重

機などは申請すれば免税が認められています。

この免税制度が地方税の改正によって道路特

定財源が一般財源化されるために２０１２年

３月末で廃止されることになっています。道

路特定財源が一般財源化されることには道理

がありますが、免税制度も廃止されることに

なると、農業経営に大きな負担を強いられる

ことになります。免税制度は、これまでも延
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長などの措置が講じられてきましたが、引き

続き制度を存続させることが必要だと思いま

す。農家経営を守るためにも、この制度の存

続を国に働きかける必要があると思いますが、

市長のお考えをお聞きいたします。 

大綱質問の２点目は、国民健康保険につい

てであります。国民健康保険に加入している

多くの人たちは、国保税の高額負担のため、

受診を抑制する事態が増えています。北海道

では加入国保世帯数８９万２，２０１世帯の

うち、滞納世帯が１７万３，０１５世帯、１

９．４５％となっていますが、美唄市におい

ては、加入世帯数４，７２３世帯のうち、滞

納世帯が５９０世帯、１２．５％となってい

ます。国保税の高負担の要因が１９８０年代

以降国民健康保険に対する国庫負担の削減を

繰り返してきたことがあります。全国では、

市町村の総収入に対する国庫支出の割合が、

１９８０年に５９．５％であったものが、２

００７年には２５％にまで低下しています。

この間、加入者世帯の平均所得が２７６万円、

１９９０年から２００７人には１６７万円と

大きく下がっており、一人当たりの保険料が

６万５，２８４円から８万４，３６７円と逆

に上がっています。このことは、被保険者に

とって保険税がもはや負担の限界を超えてい

ることを示しています。国民が、また市民が

安心して医療にかかれる国民健康保険の再生

が切実に求められています。そこで、本市で

の国保の現状についてお聞きいたしますが、

１点目は、国民健康保険の基本的な考え方に

ついてでありますが、市長は国民健康保険に

ついて基本的にはどのようにお考えなのかお

尋ねします。 

２点目は、国保会計総収入に対する国庫支

出金の２０年間の推移についてであります。

国保会計の総収入に対する国庫支出金が年々

下がり続け、このことが国保会計を圧迫し、

市民負担を増加させていると思いますが、平

成２年度から１７年度までの５年ごとの推移

と、平成１８年度から２１年度までの状況が

どのようであるのかお聞きいたします。 

３点目は、国保加入者の平均所得の１０年

間の推移についてでありますが、たび重なる

不況の中で国保加入者の所得が年々下がって  

きていると思いますので、過去１０年間の推

移をお聞きしたいのですけれども、それが無

理であれば、５年間の推移がどのようになっ

ているか、お聞きいたします。 

４点目は、一人当たりの保険税の１０年間

の推移についてでありますが、平成１３年度

から隔年で結構ですのでお聞きいたします。 

５点目は、支払準備基金についてでありま

す。平成２１年度決算書の財産に関する調べ

では、国保の基金が４億５，４７３万４，０

００円となっていますが、これを加入世帯数

で割ると、１世帯当たり約９万６，０００円

余りになります。この基金を活用して、市民

負担の軽減のための保険税の引き下げができ

るのではないかと思いますが、検討の余地が

ないのかどうか。今後の基金の見通しはどの

ようになるのか。また、基金を一般会計に貸

し付けていると思いますが、現在どのように

なっているのかお聞きいたします。 

大綱質問の３点目は、公営住宅についてで

あります。５月の末に開催された議会報告会

で参加された市民の中から、公営住宅につい

て意見が出されました。空き家がたくさんあ
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るけれども、家賃を安くすれば入る人が要る

のではないか。とか、古い住宅で空き家であ

れば取り壊してはどうか、などの意見も出さ

れました。本市の公営住宅の現状についてお

聞きいたします。 

１点目は、公営住宅の現状と入居状況がど

のようになっているのかお聞きいたします。 

２点目は、入居希望者の５年間の推移につ

いてお聞きいたします。 

３点目は、ペットの飼育についてでありま

すが、公営住宅ではペットの飼育が認められ

ていませんが、あちこちから苦情が寄せられ

ています。ペット飼育の現状とどのように対

応しているのかお聞きいたします。 

４点目は、今後の住宅運営計画については

どのようにお考えなのかお聞きいたします。 

以上この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質

問にお答えします。 

初めに、農業行政について、主な農産物の

作況についてでありますが、小麦は調製作業

がほぼ終了するところですが、登熟が不十分

であったことから、品質、量とも平年を下回

る見込みです。水稲は生育は早まっています

が、不稔割合や品質等にばらつきが見られ、

収穫してみなければわからない状況であるほ

か、大豆、タマネギは７月、８月の降雨によ

る湿害の影響で、昨年より減収が見込まれ、

グリーンアスパラガスも春先の低温等により

昨年よりも収量が減少している状況でありま

す。 

次に、戸別所得補償の申請状況についてで

ありますが、モデル対策における今年度の加

入申請は、対象となる販売農家の１００％が

申し込みを済ませております。また、昨年度

の対策と比較して交付額が減少する地域の影

響を緩和するため、激変緩和が実施されたこ

とにより、本市もこの対象となったことから、

ほぼ昨年度並みの交付額が確保されていると

考えておりますが、すべての対象作物の収穫

販売等も終わっていない現時点では交付金額

が確定していないため、制度導入の影響を含

めた検証はできない状況にあります。 

次に、来年度から本格実施される戸別所得

補償制度は、国の概算要求段階における農林

水産省の農業者戸別所得補償制度の骨子によ

ると、今年度限りとなっている激変緩和調整

枠を発展的に解消して産地資金を創設するほ

か、畑作物については、現行の水田畑作経営

所得安定対策を廃止し、畑作物所得補償交付

金を創設して、生産数量に応じた数量払いを

基本に、作付面積において支払う面積払いを

併用する仕組みとすることなどが示されたと

ころです。現時点では詳細が確認できないこ

とから、今後関係団体等との情報収集に努め

る中で、本市に及ぼす影響などについてまと

めてまいりたいと考えております。 

次に、日米ＦＴＡ及び日豪ＥＰＡ交渉につ

いてでありますが、、協定締結により関税が撤

廃された場合、日本の重要品目である米、小

麦、牛肉、乳製品などの価格暴落や生産減少

などの事態が生じ、本市農業はもとより、北

海道農業や関連産業が大きなダメージを受け、

地域経済や市民生活にも多大な影響を及ぼす

危険性があると認識しております。 

このため、道や市長会、農業協同組合中央

会などで構成する北海道農業・農村確立連絡
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協議会において、日豪ＥＰＡ交渉に当たって

は、米、麦など重要品目を関税撤廃の対象か

ら除外するなど、適切に対応すること等につ

いて、国などへ要請してきたほか、今年も北

海道農業・農村確立連絡協議会及び北海道市

長会として同様の要請を行っております。 

今後は、日豪ＥＰＡ交渉に加え、日米ＦＴ

Ａ交渉の動向を注視し、関係団体等とともに、

必要な要請活動を行ってまいりたいと考えて

おります。 

次に、免税軽油制度についてでありますが、

この制度は、道路を走行しない農林業用の機

械や漁船で軽油を使用する場合など、特定用

途に限り軽油引取税を免除するものですが、

平成２１年度の税制改正で目的税から普通税

に移行されたことにより、平成２４年３月３

１日までの特例措置となったところでありま

す。この免税軽油制度が廃止されると、営農

経費が増加し、農業経営はさらに厳しくなる

ことが予想されますので、今後、関係機関や

団体等と協議を進め、必要な対応等について

検討してまいりたいと考えております。 

次に、国民健康保険について、国民健康保

険の基本的な考え方についてでありますが、

市町村の国民健康保険は社会保険や共済組合

などの被用者保険に加入しない農林水産業や

自営業の方が多く加入する保険であり、近年

においては、加入者の構成に変化が見られ、

高齢者や低所得者の多くを受け入れる状況に

あり、住民に身近な地域保険として国民皆保

険制度を支える重要な保険であると考えてお

ります。 

次に、支払準備基金についてでありますが、

国民健康保険支払準備基金は保険給付に要す

る費用の支払いに不足を生じたときの財源に

充てることとしており、平成２２年３月末残

高は４億５，４７３万４，０００円となって

おりますが、平成２１年度決算において出納

整理期間中に７，０００万円を取り崩し、国

保会計に繰り入れていることから、平成２２

年５月末の残高は３億８，４７３万４，００

０円となっております。また、平成２２年度

予算において、基金の取り崩しを１億９，３

２０万２，０００円見込んでおり、平成２２

年度末の基金予想残高は約１億８，０００万

円程度と見込んでおります。国保の財政運営

は現在に至るまでこの基金を活用することに

より、税率改正を実施せず運営してきており

ますが、医療費の増高が続いていることから、

今後引き続きその動向を見きわめてまいりた

いと考えております。 

なお、国保支払準備基金の一般会計の貸し

付けについては、平成２１年度末に２億５，

０００万円全額既に返済されており、現在貸

し付けは行っていないところであります。  

次に、公営住宅について、ペットの飼育に

ついてでありますが、市営住宅の入居に際し、

犬、猫等の飼育は周辺に迷惑を及ぼすことか

ら禁止としておりますが、ペットのにおいや

鳴き声などの苦情が寄せられた場合には、職

員が直接訪問を行うなど、必要な対応に努め

ております。 

次に、今後の住宅運営計画についてであり

ますが、本市の人口や世帯数の推移並びに既

存公営住宅の状況を踏まえ、今後における少

子高齢化に対応することなどを目的として、

平成１６年度に策定した美唄市公営住宅スト

ック総合活用計画の見直しを今年度予定して
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おります。この計画の見直しの中で既存市営

住宅の適正な維持保全や用途廃止などについ

て、検討してまいりたいと考えております。 

なお、国保会計総収入に対する国庫支出金

の推移について、国保加入者の平均所得の推

移、一人当たりの保険税の推移については市

民部長から、公営住宅の現状と入居者の状況

について、入居希望者の５年間の推移につい

ては、都市整備部長から答弁させていただき

ます。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 市民部長。 

●市民部長岩本良一君 国保会計総収入に対

する国庫支出金の推移、国保加入者の平均所

得の推移及び一人当たりの保険料の推移につ

きましては、私から御答弁させていただきま

す。 

 初めに、国保会計総収入に対する国庫支出

金の推移についてでありますが、歳入総額及

び国庫支出金の金額と国庫支出金の歳入総額

に占める割合について、平成２年度から平成

１７年度までの１５年間を５年ごとで申し上

げますと、平成２年度においては、歳入総額

２６億６，９１３万円に対し、国庫支出金は

１２億０，０６４万円、割合は４５．０％と

なっており、平成７年度歳入総額３１億４，

９２７万円に対し、国庫支出金１３億８，７

８４万円、割合４４．１％、平成１２年度歳

入総額３２億７，１６５万円に対し、国庫支

出金１３億０，２２６万円、割合３９．８％、

平成１７年度歳入総額３２億３，３９４万円

に対し、国庫支出金１２億１，４９５万円、

割合、３７．６％となっております。 

また、平成１８年度から平成２１年度まで

の直近４カ年の状況につきましては、平成１

８年度歳入総額３４億２，４５７万円に対し、

国庫支出金１０億８，９６９万円、割合３１．

８％、平成１９年度歳入総額３９億６，４９

８万円に対し、国庫支出金１１億７，７４９

万円、割合２９．７％、平成２０年度歳入総

額３６億５，５８０万円に対し、国庫支出金

９億５，５２４万円、割合２６．１％、平成

２１年度歳入総額３５億９，０９６万円に対

し、国庫支出金６，０７０万円、割合２４．

０％となっております。 

これまでの２０年間では都道府県への税源

移譲や、医療制度改革による新たな交付金の

創設などにより、国庫支出金が減少してきて

いる状況にあります。 

次に、国保加入者の平均所得の推移につい

てでありますが、国保税額の算定基礎となる

課税標準総所得を単純に全体の被保険者数で

割ったものを各年度の当初賦課時点で申し上

げますと、平成１７年度は被保険者一人当た

り３２万２，５３９円、平成１８年度３５万

１，９７９円、平成１９年度３６万９，３３

１円、平成２０年度４３万６，２３０円、平

成２１年度４５万７，７１６円となっており

ます。 

次に、一人当たりの保険税の推移について

でありますが、国民健康保険税の現年度分の

一人当たり調定額について、平成１３年度か

ら２年ごとで申し上げますと、平成１３年度

は一人当たり７万５，８７８円、平成１５年

度７万２，７１７円、平成１７年度６万６，

４４３円、平成１９年度７万２，０３９円、

平成２１年度８万１，３３２円となっており

ます。 
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以上でございます。 

●議長内馬場克康君 都市整備部長。 

●都市整備部長山口隆慶君 公営住宅の現状

と入居者の状況について、入居希望者の５年

間の推移について、私の方から御答弁いたし

たいと思います。 

初めに、公営住宅の現状と入居者の状況に

ついてでありますが、現在の団地数及び管理

戸数は市営住宅が１６団地、管理戸数１，０

８４戸で入居率は約９５％、道営住宅は２団

地で管理戸数１７０戸で、入居率は約９９％

となっております。 

次に、入居希望者の５年間の推移について

でございますが、市営住宅、道営住宅合わせ

まして、平成１７年度が公募回数９回、公募

戸数７１戸に対して、応募者数が４４６名、

倍率は約６．６倍、平成１８年度が公募回数

７回、公募戸数４３戸に対して、応募者数が

２９８名、倍率は約６．９倍、平成１９年度

が公募回数６回、公募戸数３８戸に対して、

応募者数が１８６名、倍率は約４．９倍、平

成２０年度が公募回数６回、公募戸数４５戸

に対して、応募者数が２６３名、倍率は約５．

８倍、平成２１年度が公募回数６回、公募戸

数５７戸に対して、応募者数が１７６名、倍

率は３．１倍となっております。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 市民部長。 

●市民部長岩本良一君 先ほどの国保会計の

総収入に対する国庫支出金の推移のところで、

平成２１年度の国庫支出金の額に誤りがあり

ましたので、再度、答弁さしていただきたい

と思います。 

平成２１年度の国庫支出金８億６，０７０

万円でございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ７番、長谷川吉春議員。 

●７番長谷川吉春議員 一通り御答弁いただ

いたわけですけども、この場所から、何点か

について再質問させていただきたいと思いま

す。 

 １つは、農業行政ですけども、１点目は、

戸別所得補償についてであります。この戸別

所得補償、これいろいろ問題があるという具

合に考えております。そのうちの２点につい

てお話ししたいと思いますけども、その１つ

は、所得補償の水準が低すぎて、米価の暴落

を放置してる。そのために問題解決の展望が

見えてこないということであります。所得補

償の金額の計算の根拠になっている標準的な

生産費を１俵６０キロ当たり１万３，７０３

円としておりますけども、この額は、農水省

自身が公表している米の生産費１俵、１万６，

４９７円よりも大幅に低くなって補償が全く

不十分だと言わざるを得ないわけです。加え

て、米価がどんどん下がった場合に、追加補

てんの基準となっている標準的な販売価格も

下がって、十分な補てんにならないという不

安も出されているわけであります。しかも補

償額が全国一律であるために、生産費の高い

地方などでは、赤字の一部を補てんするにと

どまって、稲作経営の困難を解消することが

できないというのが実態であります。しかも、

民主党政権が米価を支えるための政府の買入

はしないと一貫して主張して、現在、現実に

進んでいる０９年度産の暴落を放置してきて

いたわけです。買入自体にようやく応じたも

のの、買入価格を低く抑えられているわけで
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す。さらに、豊作の際の過剰米の処理の仕組

みを廃止するなど、米価の下落を促進する役

割さえ果たしている。農家が所得補償される

分安くさせてもらうということで、各地で米

の卸業者による買いたたきも広がっているわ

けです。暴落を野放ししたまま所得補償でカ

バーしようとすれば、補償に必要な予算が限

りなく膨れ上がって、制度の破綻が必死だと

いうことが目に見えているわけであります。 

もう一つの問題は、戸別所得補償が輸入自

由化の推進と一体となってるということがあ

ります。鳩山さんが日米ＦＴＡ自由貿易協定、

日豪ＥＰＡ経済連携協定、ＷＴＯ農業交渉な

ど前向きに積極的で、新成長戦略では、アメ

リカ、オーストラリアを含むアジア太平洋Ｆ

ＴＡの構築、これを目玉に掲げているわけで

す。自由化推進で一貫しています。山田正彦

農水副大臣が世界はそういう方向に流れてい

るんだと。だから畜産でも畑作でもセーフテ

ィネット、所得補償を急いで整備しなければ

ならない。このように発言しているわけです

けども、所得補償を自由化受け入れの条件づ

くりとして位置づけているわけであります。

輸入を自由化して、農産物価格が一層低落す

れば、補償と言ってもまさに穴のあいたバケ

ツに水をつぐようなものと、このように農家

の人たちから言われているわけであります。 

農産物の所得補償政策は、価格補償政策と

いうのとは違うわけであります。現在の民主

党政権における戸別所得補償制度の導入は、

農産物の輸入規制をしなくてもよい政策につ

ながって日米ＦＴＡ及び日豪ＥＰＡの協定締

結に連動してくるものと考えています。この

ため、農産物の再生産を補償し、農業を再生

していくという観点から、現在の戸別所得補

償ではなく、価格補償を中心にした政策に転

換するべきでないか、このように思うわけで

すけども、こうした内容を国に対して要請す

べきと、このように思います。市長のお考え

をお聞きいします。 

次に、ＦＴＡ、ＥＰＡについてお聞きいた

します。６月１８日に閣議決定した新成長戦

略では、２０２０年までに実現する目標とし

て、ＦＴＡやＥＰＡをアジア太平洋、さらに

インドやＥＵ欧州連合と結ぶことを行程表に

しています。スタートとなる今年度は早期実

施事項として日米ＥＰＡの検討、日豪ＥＰＡ

交渉の推進、日本、中国、韓国のＦＴＡ研究

などを挙げています。 

１０月、１１月に横浜市を中心に開かれる

ＡＰＥＣについては、２０２０年を目標にア

ジア太平洋自由貿易圏、ＦＴＡＡＰを構築す

るための道筋を作る場と位置づけています。

自公政権時代にスタートした日豪ＦＴＡは、

民主党政権になって１０回目の交渉を重ねて

います。 

岡田外相は６月７日に開かれた日豪経済委

員会シンポジウムで大局的観点から、締結に

全力を挙げると熱心であります。その背景に

は、経団連が閣議決定の３日前の６月１５日

にアジア太平洋地域の持続的成長をめざして

という文書を発表しました。この中で、政府

の実行計画にない協定締結期限を明記してお

ります。 

日豪ＥＰＡは２年後の２０１２年、日米Ｅ

ＰＡは５年後の２０１５年までの妥結を求め

ています。ＦＴＡは農産物や工業製品など、

物の貿易にかかる関税を原則として撤廃する
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２国間や複数国家間の協定です。ＥＰＡは人

の移動やサービスなどを含むさらに広範囲な

協定です。日豪ＥＰＡが締結されると農水省

の試算では日本の小麦、砂糖はほぼ全域、乳

製品、牛肉も半分が打撃を受けます。食品企

業などの関連産業を含め、３兆円以上の被害

を受けます。さらに、米や大豆、果実などほ

とんどの農産物が影響するアジア太平洋ＦＴ

Ａの締結となると、アメリカ、カナダ、中国

という農産物輸出国も加わり、ほぼ全面自由

化になります。農水省の国境措置を撤廃した

場合の国内農業への影響は、米では８割減と

いう壊滅的な状況になります。畜産も８８％

が減少します。現在の４１％の食料自給率は

１２％まで落ちるわけであります。こうした、

協定が締結されれば、美唄市は勿論、北海道

農業が壊滅的な打撃を受けることとなります。 

これまで市では、農業団体などとも協力し

ながら、国に対して、要請されてきておりま

すけども、最近のこの政府の動きは常に活発

化して、のっぴきならない状況という具合に

言えると思います。より一層強力な働きかけ

が必要だと思いますけども、市長のお考えを

お聞きいたします。 

 次に、国民健康保険についてであります。

先ほどの御答弁でね、国保会計総収入に対す

る国庫支出金の２０年間の推移ということで、

いろいろ数字出していただきました。金額は

別としても、パーセントだけ若干申し上げま

すとね、平成２年が国保会計における国庫支

出金の割合が４５％という事になっておりま

す。それから、それが平成１７年には３７．

６％に下がっているわけですね。さらに、こ

れが平成２１年、ここまで来ると２４％まで

下がってる。この２０年間で約２０％も下が

っているわけですね。もちろんこれは先程、

御答弁にありましたように、都道府県の税源

移譲の問題とか、あるいは医療制度の改革に

よる交付金の創設などによって、名目上の国

庫支出金という形が減少してるということが

あると思いますけれども、しかし、実際の中

身でみれば、長年続いてきた自公政権の中で

の小泉内閣のとってきた構造改革路線、いわ

ゆる長年にわたって社会保障費を２，２００

億円ずつ削減すると、このことが国保会計に

対する国庫支出金の減少となって端的にあら

われていると、このように思うわけでありま

す。 

先ほどの御答弁で、この５年間の一人当た

りの平均所得がどうなのかということでお聞

きしたんですけども、この中では、平成１７

年度が一人当たり３２万２，５３９円と、そ

れがどんどん上がっていって、平成２１年に

は４５万７，７１６円と。こういう具合に毎

年上がっている訳ですね。ここの数字を見る

と、この５年間で平均所得がどんどん上がっ

ている。例えば、平成１７年には３２万何ぼ、

２１年には４５万７千何ぼということでね、

４割以上の所得が上がっているということに

なるわけですね、数字上で言えば。しかしこ

れは、実際に今の美唄市民の所得の実態を反

映していないという具合に思うわけです。こ

の計算がどういう計算してるかというと、国

保税額の算定基礎となる課税標準の総所得を

単純に全体の被保険者数で割ったものという

具合になっているわけですね。この間の医療

といいますか、国保会計で大きな変化という

ことで言えば、高齢者医療制度ができて、７



 - 107 - 

５歳以上の人たちが大量に国保会計から抜け

ていくという問題だとか、この間、少子化が

進んで、働く人たちが少なくなったというこ

とになりますかね。いわゆる、この計算は生

まれたばかりの赤ちゃんも含めて、働いてい

ない人たちも含めての一人当たりの計算とい

うことになるわけです。だから、後期高齢者

の人たちが大量に抜けていくとか、あるいは

少子化によって子どもたちが少なくなるとい

うこともあって、そういうことの反映で所得

が上がっているという、数字として表われて

いるんでないかという具合に思いますけども、

この数字だけ見ると、必ずしもこれは美唄の

所得を表してる数字ではないという具合に思

うわけです。 

先程も１回目の質問で申し上げましたけど

も、この１０年間ぐらいの間で国民の平均の

所得でいえば２５０万ぐらいから１６０万ぐ

らいまで大幅に下がっているわけですね。だ

から、全国的に大幅に下がっているのに、美

唄市民だけが４割以上も値上がりするという

ことはありえないわけですから。この数字自

体で言えば、余り当てにならない数字と言え

ば、計算してくれた人に失礼なんですけども、

計算の仕方にそうしたことがあるんで、数字

としてはそういう具合に出てきたという具合

に思うわけです。 

私は、言いたいことは、国による国庫支出

金がどんどん減らされてきて、それが逆にそ

のことが、大きな市民負担にはね返ってきて

るということが数字からも言えると思います。

この１０年間の一人当たりの保険料で言えば

どういう具合になってるかというと、平成１

３年度では７万５，８７８円、これが一人当

たりの保険料です。これが平成２１年度では

８万１，３３２円に上がっているわけですね。

だから、国庫支出金がどんどん切り下げられ

てきて、それが保険料の値上がりとしてはね

返ってきてるということが、数字の上からも

明らかだと思うわけです。 

先程、国保会計の準備基金のことでお聞き

しましたけれども、準備金が４億５，４７３

万４，０００円あるけれども、平成２１年度

決算では７，０００万円を取り崩してると。

また、平成２２年では、１億９，３２０万２，

０００円を取り崩す予定だということですよ

ね。そうすると、残高が１億８，０００万ぐ

らいになるわけです。去年、今年の状況から

見ますと、こうした国保会計の現状から見ま

すと、あと１年か２年ぐらいしたら保険税を

大幅に値上げしなければならない。そういう

事態になるんでないかという具合に心配する

わけです。 

私は、こうした状態から見てもね、そうし

たことを避ける、市民負担を増やすというこ

とを避けるためにも、やはり国庫支出金を大

幅に増やすということを国に対して働きかけ

ていかなければならない。そうでなければね、

今の現状のこの枠の中って言いますか、中だ

けで見るとね、やはり１、２年の間に、国民

市民に対する保険税の値上げということをお

願いしないとならないということになると、

そうしたことの負担が受診抑制につながると。

また、滞納が増えるということにもつながっ

ていくと思うわけです。こうしたことから、

国に対しての国庫支出金を大幅に増やすよう

国に対して働きかける必要があるんでないか、

このように思うわけです。市長のお考えをお
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聞きしたいと思います。 

次に、公営住宅の問題です。議会報告会の

中で出された意見などでも市民の方ではあん

まりよく状況がわからないというか、周りに

目に見えるもので、いろいろ判断するという

か、そういうところもあるのかもしれません

けど、団地があちこち空いてるところたくさ

んあるんだから、家賃を安くしてどんどん入

ってもらったらいいんでないかとか、あるい

は古くなってるところはどんどん取り壊した

方がいいんじゃないかということなどの意見

が出されました。そういうことでね、今後の

市営住宅に対してどのように運営計画を考え

てるのかということをお聞きしたいわけです。 

もう一つの問題は、ペットの問題ですよね。

住宅でペットを飼わないようにという事には

なっているんですけども、現実にはあちこち

でそういうペットを飼っていることで、あち

こちから苦情が出てるという問題もあります

けれども、同時に今民間の住宅、借家に入っ

ている人たちでも、ペットを飼っているため

に高い家賃を払ってペットを飼ってるんだと。

だけども家賃の負担が大変だから、市営住宅

に入りたいんだけれども、ペットを飼えない

から移れないんだということもよく聞くこと

なんですよね。私は、こうした人たちの要望

に応えると言いますか、そういうためにも空

いている住宅、１棟とか２棟とか、一定の区

域を決めて、ペットを飼ってもいい住宅何棟

かをつくってもいいんでないかと、そのよう

に思うわけです。そうしたことに対してのお

考え、どのようにお考えなのかお聞きしたい

と思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 長谷川議員の質問にお答

えします。 

戸別所得補償制度についてでありますが、

先に、農林水産省が発表した農業者戸別所得

補償制度概算要求の骨子では、この制度の目

的理念を農産物の販売価格が生産費を恒常的

にして下回っている作物を対象に、その差額

を交付することにより、農業経営の安定と国

内生産力の確保を図り、もって、食料自給率

の向上と農業の多面的機能を維持することと

しております。 

私としましては、農業経営の現状を考える

と、こうした戸別農業者に対し、生産費の不

足分を直接補てんする制度は必要であると考

えております。また、今回の国の新しいこの

制度を、利用したというか、卸売業者に買い

たたきをするというような、こういうモラル

が本当に疑われるような商業活動が見られる

現状でありますけども、この制度が今後より

よい方向に向かうための調整等も必要かと思

っております。この制度が本当に実行あるも

のとなりますよう、私どもも国に対してさま

ざまなこれからの微調整も要望してまいりた

いなと、このように考えているところでござ

います。 

次に、日米ＦＴＡ及び日豪ＥＰＡ交渉につ

いてでありますが、米、麦などの重要品目の

関税が撤廃されて協定が締結されますと、本

市農業はもとより、北海道農業の崩壊、さら

には地域経済社会の崩壊といった深刻な事態

が危惧されますことから、関係団体等とこれ

まで以上に連携を密にしながら、今後とも国

の動向を注視し、必要な要請活動を行ってま

いりたいと考えております。 
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次に、国保会計における国への要望につい

てでありますが、これまでも北海道市長会を

通じ、昨年、今年と要望活動を継続してきて

おりますが、言われるように、基金残高が減

少して、国保財政がだんだん逼迫するような

状況になってございます。このことを解消す

るためにも、私どもも国への要望を更に強め

てまいりたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

それから老朽化してる団地についての解体

計画とか、ペットの飼育についてであります

が、団地の用途廃止につきましては、今後見

直しを予定しております美唄市公営住宅スト

ック総合活用計画の中で検討してまいりたい

と考えております。 

次に、団地内のペットの飼育についてです

が、犬、猫等の飼育はお年寄りの孤独感を癒

すなど、精神的な支えになると言われており

ますが、市営住宅にはさまざまな方々が暮ら

しており、ペットの飼育については、飼育者

のマナーの問題とともに、動物を好まない入

居者やアレルギー疾患をお持ちの入居者への

配慮など多くの課題があることから、現状で

はペットの飼育は禁止としておりますが、今

後、他市の事例なども参考にしながら、また、

今言われるように、地域を分けるとか、本当

に棟を分けてやるとか、地域の方々、それか

ら入居者の方々とも話し合いながら、この施

策については、私は具体的に検討してまいり

たいというふうに思ってます。今、本当にひ

とり暮らしで、寂しく暮らされている高齢者

の方も多数おりますから、ペットを飼うこと

で、その癒される環境になれば、私どもは、

これは市民にとって本当に良い施策となるよ

う、十分その当たりを検討してまいりたいな

と思ってますんで、御理解願います。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

２番、森川明議員。 

●２番森川明議員（登壇） 平成２２年第３

回定例会に当たりまして、大綱５点について

市長、教育長にお伺いいたします。 

１点目は、道立身体障害者リハビリテーシ

ョンセンターの民間法人経営移譲の経過につ

いてです。この件について、来年４月に民間

移譲先が決定したとプレス空知等も報じられ

まして、はっきり言って驚いています。移譲

先は社会福祉法人クピド・フェア、岩見沢市

志文で、道の選定委員会が現行のサービス水

準の維持など条件に、６月の１６日、知事に

報告、来年４月１日に移譲されるとのことで、

既に２カ月も経過をしていますが、全く知ら

されていないわけです。 

クピド・フェアは昭和４１年に設立、平成

８年に社会福祉法人岩見沢緑生園から、現在

の名称に変更されています。さらに、市選出

道議も道リハビリセンターの民間経営移譲先

が、来年４月から決定されたと、安心して譲

渡できるとの記事もちょっと、これは先走っ

た感があるわけですけれども、空知プレスに

載っていました。市議会はリハセンターに対

しまして、市が抱えている福祉のまちづくり

にとって必要不可欠な道立の施設であり、市

民から民営化しても結局は先細りするんだと、

市民の声を、市からの消耗品等の購入も限ら

れ、さらに、労働条件が悪化をすると、そう

いう危険性もある。見直しには反対すると疑

問の声が多く、移譲方針の撤回、道立施設と

して存続することの意見書を２２年の第１回
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定例会で全会一致で原案どおり決定し、知事、

道議会議長に提出してきた経過がありますし、

市においては、機能の維持向上と６項目にわ

たって、要望書を道に提出、都度、丁寧に説

明を受けるとの確約があるわけで、その点に

ついても６項目は守られたのかどうか、道か

らの情報収集に努める、この答弁を踏まえた

経過、あわせて市選出道議から市長に説明が

あったのか。話が余りにも先行し過ぎている

わけです。９月の定例道議会後でなければ、

具体的な方向づけが決まらないという意見も

調べる中から耳にしました。市選出道議の自

慢たらしい記事を初め、ことがとんとん拍子

に進み、市がつんぼ桟敷にされている感もし

ますので、この件について市長の答弁を求め

ます。 

２点目は、東明公園の花いっぱい運動の実

現、特に池周辺の整備についてです。東明公

園は、春は１，６００本の桜、５，０００本

のツツジが咲き誇り、夏は池のハスの花がか

わいい花をつけ、秋は赤と黄色の美しいもみ

じ、冬は歩くスキーのコースとして四季折々

の自然が楽しめると市のガイドブックにあり

ますが、都度、公園に立ち寄ってみますと、

何か物足りない感じをしていました。特に、

池の周りの花が不足をしているんです。この

ような状況のもとで熱心な市民の１人、小野

益次さんから環境整備花壇のつくりのアイデ

アマンとして日夜実現に向け努力を重ねてお

り、数々の提言を受けました。 

最初は十勝の芽室町を初め、道内の公園地

内、特に池のあるところを花を観賞しつつ、

考えついたのは水芭蕉でした。市内の各所訪

れ、水芭蕉移植に没頭しました。しかし、国

有林、道有林内等の湿地であったりして、困

難な面が多くそれでもあきらめません。執念

です。ところがある日、あの知床においてヒ

グマがおいしそうに水芭蕉を食べていたと。

大好物と聞きまして、断念した経緯がありま

す。そこで、水芭蕉に変えて考え付いたのが、

花ショウブとアヤメです。既に芝桜を森と緑

の会の協力で一部整備が進んでいますが、花

に囲まれるまでには至っておりません。花シ

ョウブは６月下旬まで湿地で見所ですが、ア

ヤメは７月下旬までと長期間観賞ができ、ど

こでも育ちます。 

市長、アヤメの移植をしてみてはどうです

か。もちろん、市の財政事情は承知しており、

アヤメは増え続けますので、市民に寄贈を求

め、メロディー等の呼びかけをし、移植作業

は市民の協力のもとに実行すべきと思われま

す。 

市を訪れる観光客は、２１年度、３６万３，

５３１人、これは施設の利用者、宿泊者、イ

ベント来場者数の合計で、市が公表しました。

１４万人の主なものではゆ～りん館、２万８，

０００人のアルテピアッツァ、２万７，００

０人のアルペンゴルフ、１万４，０００人リ

ンクスゴルフ、２万２，０００人の宮島沼、

東明公園は桜まつりは１万２，８００人です。

ちょっとほかから比べると少ない感をしてお

ります。 

知恵と工夫によって市民の憩いの場として、

花運動の展開によって年間を通じての集客増

に努力をすべきです。花いっぱいは感動を与

えてくれます。観光客等は東明公園池周辺の

花により、癒しとやすらぎを感じ、魅力ある

地域づくりの一環にもなりますので、市長の
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考え方をお伺いいたします。 

３点目は、空き地、空き家、空き店舗の現

状とバンク登録制度についてです。 

最近、市内を見て驚きました。各地で空き

地、空き家、シャッターを下ろした空き店舗

が多く目にします。このような現象は、全国

的な傾向かもしれませんが、市として地域ご

とに調査をしているのか、その実態、あると

すれば、概要でもお伺いしたいと思います。 

この件について、人口流出その歯止めの対

応策として、自治体が取り組んでる事例があ

ります。由仁町は町外からの移住者等の住宅

確保を想定をし、空き家・空き地バンク登録

制度があります。個人申告で、平成１９年度

から町のホームページ上にコーナーを開設、

現在まで空き家４件、空き地１７件の登録済

みとなっています。これまで、当事者間の交

渉で、空き家、空き地、それだけ２件ずつ、

計４件成約をみました。今後も積極的に取り

組み、推進を図るとしていますが、市有財産

のため、あくまでも所有者等の意見、意向に

基づく登録をしていく方向とのことです。  

次に、妹背牛町では、これも住民の定住対

策の一環として購入や賃貸が可能な町内の空

き家、空き店舗を調査をし、これに町のホー

ムページを掲載しています。その結果、空き

家２２件、空き店舗５件を確認、売却や賃貸

の意見が確認でき、そのできた空き家は４件、

空き店舗２件について、所有者や築年月など

ホームページに紹介をされています。この要

旨の登録制度、周知、ＰＲ情報の提供が必要

ですけれども、少子化、高齢化、過疎化が進

み、人口減の方策として注目すべきですし、

防災・防犯上環境美化と民事的な面、これあ

りで、克服すべき過大も多くありますが、自

治体の取り組みとしては評価できます。 

市も定住対策につきまして、３日の一般質

問が、同僚議員からもありました。インター

ネットを活用し、不動産情報の提供の面で取

り組みをしてる旨の答弁がありましたけれど

も、このバンク登録制度について考え方をお

伺いをいたしたいと思います。 

４点目は、民生児童委員と保護司に関して

です。今日、社会問題化している高齢者の安

否確認、本日も同僚議員からも質問ありまし

た。昨日もテレビでは連日増え続けていると、

毎日増えてる。１００歳以上の２０都道府県

で３５０人が安否が分からんと。この長寿社

会の深刻な現状を騒動は示しており、何かお

かしい世の中となってしまいました。１００

歳以上の戸籍の生存者でも全国ではなんと６

万５，５３５人になると。道内では２，２０

０人。その最高齢が江別市の１４６歳の男性

で文久生まれです。大阪市は安政４年生まれ

の１５２歳の男性、大阪市は１００歳以上が

５，１２５人もいたそうです。横浜では、１

８４０年生まれ、１７０歳、私よりちょうど

１００歳上になりますけど。それが何と遠山

金さんと同じ年であるとか。また、山口県の

防府市では１８６歳、文政７年生まれの男性、

西郷隆盛と同じ歳と。これには坂本龍馬もび

っくりしてるでしょうというようなことと、

さらに上があったと。もっとひどいのは、長

崎県の壱岐市、これは離島ですけれども、２

００歳の男性で、ポーランド出身作曲家ショ

パンと同じ歳であると。これは思わずなんか

吹き出しそうになってしまいますけれども。

４０年以上行方不明だとか、帰って来ない高
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齢者の住民登録地を市が訪れたら高速道路に

なっていたとか、笑えない事実が本当に数多

くあるわけなんです。 

戸籍に関しては、今時点ではなかなか法が

定まってないというよりも、改正がされてい

ないだけに、ナンセンスとの意見もあること

も事実ですが、そこで、高齢者のこの所在確

認、全国各地で民生委員が訪問し、電話によ

る確認に走り回っています。民生委員は、道

内で全市町村で１万人以上おります。市の場

合は、このメロディーの１月号に地域ごとの

名簿が掲載されておりますけれども。８８名

でした。民生委員は慢性的に不足を生じ、年

齢制限が撤廃されたようですけれども、連日

汗を流し、年間活動費が支給されるものの不

足で、手弁当という声も聞かれます。市は１

から５方面にそれぞれ担当する民生委員に対

しまして、地域ごとの面積だとか、あるいは

高齢者の数、人口等とバランス面から見て十

分なのか、不足しているのではないか、活動

費は十分なのか、市長の考え方をお伺いしま

す。 

次に、保護司についてです。１年になる裁

判員制度、この執行猶予判決が保護観察付き

というケースが非常に増えてるという、道内

でも担う保護司が不足しており、担当者は大

変です。道内は犯罪状況や人口から保護司法

に基づく定められている定員は３，５６０人

で今年の４月、実人員より約１割下回る３，

２３８人でした。それも一人で何人もの担当

を行うために業務は増加をし、対象者の就職

相談だとか、あるいはきめ細かく対応しなけ

ればなりません。更正に支障が出ており、道

内の平均年齢も６４歳と高齢化しています。

ここにもいろいろと基づくパンフレット等が

あるわけですけれども。協賛金集めを初め、

社会参加活動等、積極的な行動を行っていま

す。保護司は法務大臣の委嘱される非常勤の

国家公務員で、交通費などの実費以外は無給

で、これ等も手弁当が多いようです。今後も

保護観察付き判決が多く出される中で、保護

司の身分保障や経済的援助は十分なのか。市

も現在２６人の欠員があると関係者は申して

いました。法務局所轄でありますけれども、

市長は地域福祉の面から現状をどのように掌

握をしているのか、お伺いをいたします。  

次に５点目ですが、毎回質問をしておりま

す教育問題についてです。当初は教員の多忙

の要因の１つとして従前から議論をされてい

ました、現在の４０人学級に果たして妥当な

のかどうかということで、教育長に伺う予定

でいましたが、過日、文科省の第８次教職員

定数改善計画案が示されました。中教審の提

言、各種アンケート集約結果として、３１年

ぶりに少人数化されようとしております。詳

細な内容はわかりませんけれども、２０１１

年度から２０１８年度までの８年間で定数を

３０ないし３５人で小学校、中学校までは段

階的に引き下げる。少人数化を図るとのこと

で、あわせて大幅な教員増員による予算の確

保、来年度の概算要求に盛るとのことで、民

主党政権ですからこの件は大丈夫でしょう。

教員の安定的財源確保は当然の成り行きなん

です。現在、道内の中学校では、生徒数が８

７１人の最も多い千歳市の富丘中学が２４学

級ですけれども、生徒の多い学級担任は成績

表の作成など事務処理が多く、負担増は一人

一人に目が行き届かない。特に、３年になる
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と学力の差が生じまして、個々の進度にあっ

た指導が必要であり、強く３５人学級実現を

望んでいました。 

市長、ちょっと調べてみまして、想像もつ

かない実態に当たりました。三井美唄小学校

です。これ三井美唄炭鉱の好況によって昭和

３１年度３，４１８名の児童がいたと。６学

級にしますと、１学年５７０名です。単純計

算で１学年１３クラスと。おそらく全道１、

さらに全国トップクラスのマンモス校で美唄

にあったわけなんです。３１年ですから、ち

ょうど私が高校に入ったばかりの年です。 

教育長、１１年度からの新学習指導要領の

実施で授業数や指導内容が大幅に増加をされ

ます。民主党も少人数学級の推進をマニフェ

ストに盛り込んでおりますので、実現が近づ

いて来ました。いよいよという感じです。こ

の計画案で入学見込数を試算した場合、市で

は何校が該当し、学級増に伴う場合、教室の

確保は十分なのか、３０人から３５人学級に

対する考え方を含め、お伺いをいたします。  

次に、全国的に問題になっている小中学校

の不登校の実態についてです。最近の新聞に

載っていました。経済的や病気でもなく、長

期にわたり学校を休む。ひどいのになると、

小学校を卒業したものの、中学校に一度も行

かないで卒業してしまう。この場合、校長の

判断で卒業できるっちゅうことらしいですね。

義務教育ですからいたしかたないのかもしれ

ません。 

さらに、学校に行っても保健室に通う隠れ

不登校、年々増加をしていくそうです。２０

０９年度、病気や経済的理由以外で年間３０

日以上欠席した全国の不登校は、１２万２，

４３２人です。内訳は小学生２万２，３２７

人、中学生１０万０，１０５人、これも驚く

べき数字です。道内は小学校が３７人増の７

６５人、中学生２人減の３，４６８人、１，

０００人当たりの不登校者数は０．２人増の

９．９人、全国に比べ不登校者数の割合は低

いものの、小学生の増加が目立っています。

理由は本人にかかわる問題ですけれども、い

じめを除く友人関係、親子関係等でとなりの

岩見沢市は小学生１２人、中学生４７人の５

９人、今年に入ってから小学生１０人前後、

中学生２５人前後いるそうです。この件につ

いて、市の現状と具体的な対応状況をお伺い

いたします。 

以上、この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 森川議員の質問

にお答えします。 

 初めに、道立身体障害者リハビリテーショ

ンセンターの民間移譲についてでありますが、

北海道が４月に立ち上げた選定委員会におい

て市からの要望書や意見書を踏まえ、現行の

サービス水準の維持などが図られることなど

を条件に選定を行った結果、社会福祉法人ク

ピド・フェアを選定し、来年４月に譲渡を予

定する旨の通知が、６月２５日付文書で北海

道保健福祉部長からありました。 

なお、市としましては、リハビリセンター

移譲に当たっては、道との連携を密にしなが

ら協議を行うこととしております。 

次に、東明公園の花いっぱい運動について、

池周辺の整備についてでありますが、現在、

池の水際周辺に花ショウブなど植生しており、

今年度春、美唄森と緑の会により、池堤体付
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近の法面にシバザクラ１，３００株を植栽し、

環境整備を行ったところであります。東明公

園はソメイヨシノ、エゾヤマザクラなど、約

２，０００本の桜とツツジが咲き誇る空知管

内における桜とツツジの名所となっており、

多くの市民、観光客に利用され、親しまれて

いるところであります。今後の環境整備につ

きましては、関係機関、各種団体等と連携を

図るとともに、アヤメなど花の種類も含め、

市民の方々の貴重な御意見を伺いながら検討

を行い、より多くの市民が訪れ、親しまれる

東明公園を目指し、市民との協働による環境

整備に努めてまいりたいと考えております。 

次に、空き地、空き家、空き店舗登録制度

について、空き地、空き家等についてであり

ますが、空き店舗については、中心市街地を

中心に把握に努めており、空き地については

草刈りなどが必要となる土地について、一部

把握しているものの、その他の空き地や空き

家については把握をしていないところであり

ます。 

空き家バンク制度につきましては、同様な

取り組みとして、不動産物件の情報をポータ

ルサイトPiPaに掲載して、有効な活用につな

がるよう情報発信に努めているところであり

ます。掲載する情報は美唄市移住・定住推進

協議会に加入し、宅地・建物取引業の資格を

有する民間業者の方を通じて、随時最新情報

に更新しており、物件を求めている方がいれ

ば、直接その業者に御連絡や御相談をしてい

ただけるところであります。 

市としましては、現在、厳しい経済状況に

ある中、民間の皆さんと協力して少しでも土

地・建物の有効活用につながるよう、インタ

ーネットを活用した不動産情報の提供に努め

てまいりたいと考えております。 

次に、民生児童委員、保護司についてであ

ります。 

民生児童委員についてでありますが、初め

に、現在本市においては、民生児童委員の欠

員はないところであります。 

次に、配置基準ですが、民生委員法第４条

の規定に定められており、人口１０万人未満

の市では１２０から２８０の世帯ごとに民生

児童委員１名の配置となっております。本市

の場合、平成１７年に実施されました国勢調

査の世帯数が１万１，９０２世帯ですので、

４３人から９９人が配置の基準定数となって

おり、現在民生児童委員７８人、主任児童委

員１０人の合計８８人が就任しており、約１

５０世帯に１名の割合となっております。ま

た、市内を５つの方面に区画割をしており、

それぞれ１３人から１８人の方が配置されて

おり、定数及び方面の数については、国の基

準の範囲内と考えております。 

なお、民生委員の業務が多忙なことから、

現場の実態を踏まえ、今後とも必要な対応に

努めてまいりたいと考えております。 

次に、保護司についてでありますが、保護

司は、法務大臣の委嘱を受け、犯罪や非行に

陥った人の更正を支援する非常勤の国家公務

員で、保護観察官とともに対象者との面接や

保護観察中に決められた遵守事項を守るよう

に指導するなど、社会復帰への手助けをする

重要な任務と承知しております。保護司の定

数については、法務大臣がその地域の人口、

経済、犯罪状況などを考慮して定めることと

しており、本市の場合２６人と定められ、現
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在のところ欠員はないものの、近い将来、年

齢的な問題などから欠員が生じる可能性もあ

り、後任の候補者の選任について大変憂慮し

ていると伺っております。 

市として今後とも、美唄地区保護司会と連

携を図りながら、必要な対応に努めてまいり

たいと考えております。 

私からは、以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君（登壇） 森川議員の質

問にお答えします。 

 初めに、小中学校３０人から３５人学級に

ついてでありますが、文部科学省は本年８月

に、来年度から３０年度までの８年間で小中

学校における１学級の児童生徒数の上限を、

現行の４０人から３５人に、小学校１年につ

いては３０人に引き下げ、教職員を１万９，

４００人増員して対応するなどの新公立義務

教育小学校教職員定数改善計画案を発表しま

した。 

計画案では、まず３５人学級の実現を目指

し、来年度に小学校１、２年生で実現し、以

降、小学校は平成２７年度までに、中学校は

平成２６年度から平成２８年度までの３カ年

で段階的に実施した後、小学校１、２年生の

３０人学級を実現しようとするものでありま

す。この改善計画案が実施された場合、本市

においては、市内中心部の４つの小中学校に

影響が生じることは想定されますが、今後も

児童生徒数は減少傾向にあり、現在の学級数

より増加することはないと考えております。 

なお、少人数学級が実現されることにより、

教員の目配り、気配りが広がり、きめ細かな

指導が行われることを期待しているところで

あります。 

次に、小中学校の不登校の実態についてで

ありますが、年間３０日以上学校を欠席した

不登校児童生徒は、平成１９年度、２１名、

平成２０年度、１９名、平成２１年度、２３

名となっており、その主な要因としては、友

人関係、集団不適応などとなっております。 

各学校では、不登校児童生徒を支えるため、

生徒児童にかかる校内委員会を設置し、担任

を中心に家庭訪問を実施するとともに、教室

以外の登校場所や放課後に登校機会を確保す

るなど、学校との接点づくりに努めていると

ころでございます。また、学校へのスムーズ

な復帰を目指した適応指導教室に関する情報

提供を行うとともに、子どもテレホン相談、

子ども悩み事相談などの相談窓口の周知に努

めているところであります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 それでは、自席から再度

意見を含めまして、質問をいたしたいと思い

ます。 

１点目の道立身体障害者リハビリテーショ

ンセンターの民間移譲についてです。どうも

市長の答弁は何か簡単過ぎる感ですっきりし

ません。はっきり言うと。協議は行ってきた

と、確か答弁にありましたけれども、なぜ協

議を行ってきたんだったら報告はないのです

か。市選出道議は安心して移譲できると、こ

ういう記事を出したんです。安心して移譲で

きるという、そういう記事を出してるんです

よ。市はしっかりと協議をしてきたというん

だったら、安心ということ、これ市選出道議

の話ですけれども。これはどういうことにな
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るのかと。何度も申しますけれども、道に対

して６項目の要求の関連もあるんです。です

から、その市選出道議と市長、話し合った経

過はないのですかと聞いたけれども、一言も

触れてこないと。ないならないでもいいんで

すよ。再度この点をお聞きをいたしたい。 

このリハセンの機能維持向上については民

営では余りにも課題が多く、道の動向待ちの

感をしていましたけれども、何かこの民間移

譲というのは、その民間ありきという形で進

んでいるような、どうもそういうふうに受け

取れるんですよ。市長はクピド・フェアにつ

いても選定委員会から来年４月に移譲予定と

伺ったというふうに、たしかメモしました。

どうも今までの報告がないというのがすっき

りいかないんですよ。９月の道議会議論の経

過を見てとの判断ですか。そうしますと、オ

フレコですか、これは。記録にとどめない。

記載はしないという申し入れがあったのでは

ないかといううがった見方、憶測をしてしま

うんですよ。そうしますと、何回も言ってま

すけども、道選出道議の記事、安心して移譲

というのは、取り扱いというのはまことに軽

率というか、軽はずみに思うんですが、その

点どう感じますか。このままでは、６項要求

は反故にされる危険がありますよ、これ。き

ちんと再度道に申し入れをし確約はできる、

その点についてもきちんとした答弁を求めた

いと思います。 

２点目は、花いっぱい運動の関係ですけれ

ども、これは市長の前向きな答弁を期待をし

ていました。このところ、空知管内の市町村

というのは、すごいですね、花に対する力の

入れ方。私も各市町回りながらパンフレット

いっぱい集めて見てみますと、花、花、花で

すよ。どこも花で夢中になっていると。非常

にいいことだと思うんです。 

岩見沢市は御承知のようにバラ、これ６月

から１０月まで２万２千、あやめ公園の花シ

ョウブ、カキツバタ、これも有名ですし、滝

川市は丸加高原のコスモス、菜の花、これは

黄色い絨毯で１２０ヘクタール、全国的にも

有名ですね。赤平市は赤城山のルピナスの園、

蘭フェアは道内最大クラスと書いてありまし

た。深川市や丸山公園のカタクリ、夕張市は

石炭の歴史村のバラ、由仁町は御承知のとお

り由仁ガーデンの百何本のリナリア、６月か

ら秋にかけてです。北竜町はひまわりの里、

これ世界のひまわりがある。国内、日本の最

大クラス、日本一だと。沼田町は萌の丘のル

ピナス、秩父別町のローズガーデン、これも

全道有数ということで、多くのバラを見に観

光客が訪れていると。隣の奈井江町はユリ科

のヘメロカリス、ツツジ、長沼町はライラッ

ク、これ一つ一つ言ってたらきりがないんで

すけども、本当に力を入れております。 

人生には幾つもの、ちょっときざな表現に

なりますけれども、人生には幾つものハード

ルがあるわけなんです。それが花によってほ

んの少しの間でも心の翼を癒してくれます。

何か気持ちも爽快感と躍動感をあふれ出させ

てくれるわけです。花は訪れる人々を包み込

む優しさがあります。東明公園はハイキング、

散策にも最適でオアシスゾーンであり、池の

周りの季節の花とカリヨンの塔のメロディー

によって新たな時を告げる。そのひとときが

必要なんです。市民のアイデアを吸収しまし

て、これは貴重な意見、その実現のために市
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長が音頭を取って、ぜひ努力をしていただき

たい。このことを再度申しておきます。 

３点目の空き地、空き家、空き店舗バンク

登録制度についてですけれども、市も移住推

進協議会とタイアップし、ポータルサイト

PiPaでホームページに立ち上げているという

ようなことです。定住推進を図っているとの

ことですけれども、何かＰＲ不足というのが

思うんです。これはインターネット利用者の

感ですから、もっと広報誌等にも取り組んで

いる状況を市民に周知徹底を図っていただき

たい。あわせまして、空き地、空き家、空き

店舗、この関係についても大変難しい局面に

当たるかもしれませんけれども、市は地域別

にいったいどの程度があるのか、この辺も市

としては掌握をしておく必要性があるやにも

思いますので、その点も１つ検討課題として

とらえていただきたいなというふうに思うわ

けです。 

前の質問のときにも限界集落について市長

も対策として冬期間に複数世帯の集まる、住

む、そういう方法も考えてみたいと申してお

りました。今離農も進んでおりますけれども、

高齢者が市街地に移り住むケースも想定でき

るわけです。市営住宅、先ほどもいろいろ質

問の場でお答えしておりました。しかし、ま

だまだ不足、競争率を見ますと、物すごく高

い率だなという感じも受け取りました。アパ

ート等も必要になってきます。人口流出を防

ぐための住みよい市に更なる対策を、これは

もう急務ですから講じていただきたい。この

ように思います。 

４点目の民生児童委員、保護司の件につい

てですが、高齢者の安否確認、この事件で行

くって書いて旅、行旅死亡人、これ、行旅死

亡人という表現使うらしいですね。私も知り

ませんでした。行旅死亡人という言葉を知る

ことができたわけです。 

急激な少子高齢化と核家族化社会、身寄り

の無い無縁社会が進行しております。この実

態では何か敬老という言葉がむなしさを感じ

ます。全国には個人情報保護法を盾に、高齢

者の名簿を民生委員に出さない自治体がある

ということもお聞きをいたしました。個人情

報の利用にはプライバシー保護の観点から、

いろいろ異論も聞かれることも事実です。し

かし、人の命にかかわること、民生委員の任

務はより重要性を増しておりますし、市長も

答弁で申してましたけれども、地区割の関係、

これが妥当なのかどうかを含めて、さらにそ

の活動費ですね、これも適切になるかどうか、

非常に多くの課題も多いわけですから、改善

に向けて協議をし、ひとつ検討していただき

たい。このように思うわけです。 

保護司の件につきましては、市に欠員があ

るとの認識でしたけれども、市長の答弁では

補充されたようです。２００８年の保護司だ

より１０５号によりますと、市の保護司会長

は、就任あいさつで、定数枠も減らされると。

それに伴って多岐にわたる業務が増している

というふうに申しておりました。いわゆる

年々多忙を極めてるということです。こうい

う現状の下で、法務局所轄といえども、やは

り、もっと実態を掌握をする中から連携を密

にし、連携を深めていただきたい。検討もす

るように、申し入れするところは申し入れし

ていただきたいなというふうに思います。 

なお、この件についてですけれども、民生
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委員と保護司につきましては、事実上ボラン

ティアでやってるんだと。不足でなり手もい

ないんだと。制度そのものを見直すときに来

ているんでないかという９月の３日の北海道

新聞の読者の声に出ておりました。私も同様

な意見としてタイミングよく読者の声も出ま

したので、１つ掲載されておりましたことも

つけ加えておきたいと思います。 

５点目の、教育の関係についてです。３０

人、３５人学級、これ大賛成なんです。市で

は中心部４つの小中学校に該当が予想される

んでないかという答弁。少人数学級で子ども

が向き合う時間をつくる。今、必要性を求め

られているわけですし、現在の子どもは以前

には考えられない心の変化が激しく、授業時

間も一人の教員では目が届かないと、こうい

う実態が報告されているわけですから、答弁

にありました目配り、気配り、この広がり、

大いに期待をしてるわけです。 

不登校の問題につきましては、要因は心の

問題だけに具体的な解決法が見つけづらい事

も確かです。市の実態、毎年２０名前後との

たしか答弁と記憶しております。これは深刻

ですね。家庭訪問、あるいはテレホン相談と

か悩み事相談等を通じて対策を講じているよ

うなんですけれども、心のケアをどう対応す

るか。学校、家庭、社会、一体として１つ適

切な指導をお願いをいたしたい。このように

思うわけです。 

教育長、今回の定数改善計画案では、先程

もご報告ありました教員の増が８年間で５万

１，８００人ですか。という報告、見込んで

るというような、たしか答弁がありました。

メモしました。 

そこで、今、自治体の財政状況が厳しい中

で、教育増による負担が重くのしかかり、教

育予算というのは削れたら大変なことなんで

すよ。そこで、義務教育費国庫負担制度にお

ける国の負担割合、これは、平成１８年に２

分の１負担から３分の１負担に変わったんで

す。国が３分の１、そして、都道府県が３分

の２と、これ半々だったんですよね。それが

変わったはずなんですよ。そこで、申し上げ

るのは、地方の負担を抑えるためにも、従前

の２分の１負担にこれは戻すべきだと。あら

ゆる機会を通じて意見を言っていただきまし

て、はっきり２分の１っちゅう表現はして欲

しいと思うんですが、そう思うんですけれど

も。この点について教育長どう思いますか。

お伺いをいたしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問に順次お

答えします。 

１点目の、身体障害者リハビリテーション

の移譲でございますけども、これについては、

非常に残念ながら民間移譲ということが決ま

りまして、６月２５日にその選定委員会の選

定結果ということで、私どもに情報がきてお

ります。先ほど言いましたように、北海道保

健福祉部長名で美唄市にきているところでご

ざいます。その中で、今後、道立身体障害者

リハビリテーションセンターの移譲に当たっ

ては、貴市と連携を密にしながら進めていく

必要があるものと考えておりますので、御協

力を賜りますようお願いいたします。という

ような文書でございます。選定に当たっては、

選定理由の中で、特にサービス水準が確保さ

れる。あとですね人員の問題等も書いてござ
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います。このような理由から選定されたとい

うふうな情報をいただいたところでございま

す。 

また、明日、クピド・フェアの理事長さん

が、美唄市におこしになって、私どもその場

で今まで要望していることを、さらに、この

当たりの要望をしてまいりたいと、このよう

に考えてございます。 

それで、安心して移譲というような、いろ

んな記事があるということでございますけど、

これは、個人的な感想だと思いますんで、私

はこのことについて触れる部分ではないと考

えてございます。 

いずれにしても、移譲されるに当たっては、

いろんな、今まで出している要望について、

しっかりですね、反映していただけるようお

願いをしてまいりたいと考えてございます。   

それから、花いっぱい運動の件でございま

すけども、桜が３，０００本ぐらいあったは

ずなんですけども、だんだん減りまして、１，

６００本に減ってしまったと。こういう現状

から、この数を何とか増やそうということで

市もですけども、民間の方にもいろいろ御協

力願って、今、２，０００本ぐらいまで増や

しております。それで、やはり東明公園をも

う少し魅力あるものしたいということで、民

間の方がシバザクラを今年１，３００株くら

い植えていただいたと。これは高校生とか団

体にも手伝っていただきました。 

それから、今考えているのは、築堤を整備

した部分で、下の方に、かつて失業対策事業

に従事された方々に、御協力願って、素晴ら

しい花壇があったんですけども、あの花壇が

なくなっている状況であります。あのような

素晴らしい花壇等をこれからつくるのも、私

は一案かなと思っております。先程の花は岩

見沢が中心にやってますから、ちょっと花の

種類はこれからいろいろ検討しなきゃいけま

せんけども、いずれにしても、魅力のある公

園に、市民とともにつくり上げていきたいと。

この花いっぱい運動を、これからも協働の中

で頑張っていきたいなと思ってございます。 

３点目の空き地、空き家、店舗ですね。こ

れは、先ほど答えましたように、移住・定住

の協議会等でいろんな情報化をしまして、デ

ータバンク的なものにはなってますけども、

それを更にですね、充実してですね、活用が

図れるよう、これを都会に向けてしっかり発

信していきたいなと思っておりますんで、ご

理解願いたいと思います。 

それから、民生委員さんとか、それから保

護司の皆さんですね。本当にボランティアと

いうことで、今大変な時代の中、ご苦労され

てると、このことは私ども現状等は押さえて

いるつもりでございますけども、それ以上に、

個人情報の保護という問題が非常に強い中で、

いろんなですね、自分達の思うことができな

いとか、それから、余りにもボランティアと

いうことで、全く手弁当的な要素もあるとい

うようなことも伺っておりますけども、よく

ですね、この辺りは、お互い話し合いもしな

がら、今後ですね、国に対して要望できるも

のは要望してまいりたいと、このように考え

ているところでございます。以上でございま

す。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 森川議員の質問にお答

えします。小中学校の３０人から３５人学級
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についてでありますけども、今回の定数改善

計画案では、少人数学級の推進等による教員

の増加を５万１，８００人と見込んでおりま

すが、今後８年間に児童生徒数の減少に伴う

定数の自然減が見込まれており、実質的には

１万９，４００人の増員を必要としていると

ころであります。また、義務教育費国庫負担

制度における、国庫負担については、平成１

８年度から割合を２分の１から３分の１とし、

その減額分につきましては、税源移譲により

確実に措置するとされたところであります。

教育委員会といたしましては、義務教育費は

義務教育費国庫負担制度の根幹が尊重され、

国の責務において確実に財源が保障されるべ

きものと考え、これまでも、北海道都市教育

委員会連絡協議会等を通じて、道や国に対し

必要な財源が確保されるよう要望しており、

少人数学級の推進に当たっても、地方に財政

負担を転嫁するような措置を行わないよう、

国などに要望してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 市長に再度また同じよう

なことを聞く可能性もあると思うんですけれ

ども。リハセンの関係について、またお伺い

をいたしたいと思います。と言いますのは、

何度も言ってますけれども、このリハセンの

民間移譲、法人移譲の進捗状況等について、

あれだけきちんとした新聞に談話を発表する

ということですから、その市選出道議との話

し合いがあったのですかと何度も聞いてるん

ですけども、市長はひとつも触れられていな

いと。なかったら、なかったでいいんですよ。

その辺について、やっぱり、ちょっとお伺い

していることについて答弁をしていただきた

いなというふうに思うわけなんです。それで

リハセンのこの民間移譲につきましては、や

はり、福祉のまち美唄を揺るがす大きな出来

事ですよ、これ。市は道からの情報収集に努

め対応すると言いつつ、その市民に対しては、

ほとんど動きがわからなかったと。これが実

態なんですよこれ。 

市長は６月１５日の選定の決定について、

何かこう説明があったようにも受け取れるお

答えをしておりましたけれども、そこで、２

２年の実は第１回定例会でこれ規則第５６の

ただし書き規定によって発言を許していただ

きました。いわゆるこのリハセンについては、

民営化は反対なのかどうかという最後の質疑

に対しまして、市長は、「道立リハビリセンタ

ーの問題ですけれども、本市としては、民間

に移譲することになってもさまざまな機能と

先ほどの人材の問題、職員の待遇、いろんな

問題があります。これらがある程度理解がで

きなければ、これは民間移譲ということが決

定できないわけでございますので、この当た

りは道と十分今後とも調整をしながら、この

件の確認、それから、この辺りの事が今後行

われるようにしていただかないと、私どもは

基本的に賛成できないという部分を打ち出し

てまいりたい。このように考えています。」こ

ういう答弁なんですよ。いわゆる、基本的に

賛成できないという、前書きはありますけど、

部分を打ち出してると。このように答えてる

んですよ。本日の答弁でも要望書、意見書等

取り入れていただかないと、強くいただける

ように強く働きをかけていきたいという、そ

ういう言葉です。明日したら道からのいろい
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ろ説明があるんですか。なんか、先ほどちょ

っとその辺に触れられたような感じもします

ので、もしこれ、確認となりますと、私が耳

にしている９月の定例道議会の推移というの

は、なんかそこの場でこのリハセンの関係に

ついては協議をし、決定をすると。その後で

なければ、その発表ができないんでないかと

いうこともちょっと調べてるうちに耳にした

もんですから、何かその辺がちょっとどんど

んどんどん先に進んできているというような

状況のもとには、何かこうすとんと落ちない

面があることも事実なんです。 

これあれですか、９月の道議会の推移を見

守った後に予定されている法人と道と市と３

者で協議に入るということで理解してもいい

んですか。話し合いが不調に終わった場合は

ですよ。市長の答弁にありましたように、私

どもは基本的には賛成できないという部分を

打ち出してるんですから、反対の立場を貫く

と、こういう判断でよろしいんですか。その

点についてはやっぱり市長きちんとお答えを

していただきたいなというふうに思います。 

それから、教育長、義務教育費の国庫負担

制度における、国の３分の１の件、国庫負担

３分１の件ね、いろいろと意見を述べ答弁で

した。今やっぱり３分の２を都道府県が負担

するのはとんでもないことですよ、これ。１

８年にどういう経過があって、変わったかい

ろいろその辺の推移の状況はあるにしてもで

すよ。財政負担を押しつけるべきでないと。

社会の流れも変わったんですから。それで、

教育委員会等の今後、連絡会議等あらゆる機

会があるわけですから、その場を利用して教

育長も先ほどいろいろ意見は言っていくとい

うことの答弁でした。私は、言いたいのは、

国２分の１、地方２分の１、半々にしなさい、

２分の１ということをね、係数を出してきち

んと要望しなければならないのではないかと、

そういうことを言ってるんですよ。その点を、

今後会議の場でどんどん、確かに教育長の答

弁の中には、地方に財政負担を転嫁すること

はするなということを言っています。それは

うなづけるんですよ。ただ、転嫁するなでな

くして、半々にしなさいよということの意見

をね、言っていただきたい。何度も言います

けれども、その点また付け加えることあった

ら、お答えをいただきたい、このように思い

ます。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問にお答え

します。 

私ども道の方に民間への移譲は避けていた

だきたいと。もし、民間への移譲が避けられ

ないのであれば、道において、このようなサ

ービス面とか、それから、職員の問題、それ

から、地元調達等のさまざま６点ほどのこと

をお願いしてる部分でございます。それで、

道からは業者を選定したという報告が６月２

５日にきたと。その際、今後美唄市といろん

な話し合いをしながらやってくというような

文章がございます。 

明日来られるのは、クピド・フェアさんの

理事長さんが明日来ますんで、この民間の理

事長さんに、これからやられる場合、このよ

うなことで、私ども出してる要望について、

しっかり御配慮願いたい。それで、なお道は

９月に移譲に伴う条例廃止案を９月に出すと

いうことなもんですから、これが通ってから
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正式なものになるというふうに承知してござ

います。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 森川議員の質問にお答

えいたします。 

小中学校の３０人から３５人学級ですけど

も、義務教育費に係る経費負担のあり方につ

いては、これまで平成１７年の政府与党合意

の三位一体の改革におきまして、義務教育制

度の根幹を維持し、義務教育費国庫負担制度

を堅持するという方針のもと、経費負担につ

いては、国庫負担金の割合を３分の１とし、

その減額分については、税源移譲により確実

に実施するとされたところであります。こう

したことを踏まえて、北海道教育委員会では、

現行の仕組みを前提に、国の責務において確

実に財源を保障すべきものと考え国に要望し

ていることから、市教育委員会といたしまし

ても、今後においてもこれまで同様に北海道

都市教育委員会連絡協議会等を通じて、地方

に財政負担を転嫁するような措置を行わない

よう、国等に要望してまいりたいと、このよ

うに考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 森川議員の本件に関す

る発言はすでに３回に及びましたが、会議規

則第５６条ただし書きの規定により特に発言

を許します。 

２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 ありがとうございます。 

市長答弁ね、市長意外に頑固ですね、はっ

きり言うと。僕の言ってるのはね、この関係

について、ああいうプレス空知の発表とした

いわゆる市選出の道議の記事もありましたか

ら、恐らく市長とその問題について話し合い

ましたか、どうなんですかっちゅうことにつ

いては、一切触れないんですよ。３回目です

よ。一切触れてないと。ですから会っていま

せんなら会っていませんでいいんですから。

なぜそれ言えないのかなと。 

それから、９月にやっぱり道議会で条例の

廃止やなんかあるんですね。そしたら、やっ

ぱりその後にその廃止っちゅうのは、やっぱ

りきちんと公表されるということになるんで

すか。その辺がちょっとなんかわからんかっ

たと。それと同時に、９月の条例廃止の後に

明日はクピドから来るって言ってますけどね。

今度その条例の廃止のあとに道と市と、それ

から、予測をされるその法人、民営化法人と

の話し合いで６項目の関係については、さら

にその後に詰めていくと、そういう判断でい

いんですか。その辺が、どうもなんか答えの

中で耳を澄まして聞いていてもちょっとどう

いう具合に理解していいかっちゅうのわから

んかったもんですから。 

いろいろ声もありますので、そういうこと

ですね、やっぱり市長そのところきちんとし

て答弁してくださいや。終ります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問にお答え

します。 

９月の部分で条例廃止が道議会通ったら公

表されると聞いてございます。それから、明

日は、クピドさんの理事長さんがお見えにな

るということで、これは、表敬という形にな

ろうかと思いますけれども、３者の協議等は、

私どもは申し入れておりますけど、この日程
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についてはまだ決まっていないところでござ

います。 

それから、道議との話はありますけども、

いろんな案件、道にお願いする場合は、道議

にこういう案件を出してるという話はしてお

ります。ただ、これについて、具体的に内容

について、私は話し合ったことはありません。

そういうことは事実でございます。 

●議長内馬場克康君 これをもって本日の日

程は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後 ３ 時０２分 散会 
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